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第１章 はじめに                              

 

 １ 制度の目的  

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（以下「地教行法」という。）の一部改正に

より、平成２０年４月からすべての教育委員会が、毎年、その権限に属する事務の管理

及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会

に提出するとともに、市民へ公表することになりました。  

高梁市教育委員会では、地教行法の規定に基づき、今後の効果的な教育行政の推進を

図るとともに、市民の皆さまへの説明責任を果たすことを目的として、平成２５年度に

重点的に取り組んだ事業について点検及び評価を実施し、その結果を報告書としてまと

めました。 

 

《参考》 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教

育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項の規定により

事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況につい

て点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出する

とともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を

有する者の知見の活用を図るものとする。 

 

                【平成２６年６月２０日公布、平成２７年４月１日施行】 

 

 ２ 点検・評価の方法  

  高梁市教育委員会では、毎年度教育行政の基本方針やその年度の重点的に取り組むべ

き施策として「教育行政重点施策」を定めています。この重点施策に基づき行っている

事業について、教育委員会が自ら点検・評価を行いました。  

 

 ３ 点検・評価に関する有識者について  

点検・評価を実施するにあたり、地教行法第２６条第２項の規定に基づき、教育に関

し学識経験を有する次の３名の方に、教育委員会が行った点検・評価の結果について、

ご意見等をいただきました。 

 

  平 岡 弘 正 氏（吉備国際大学外国語学部外国学科教授） 

  柴 倉 初 美 氏（元高梁市立幼稚園長）  

  平 松 弘 人 氏（元高梁市立中学校長）  
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第２章 教育委員会の活動状況                        

 

１ 教育委員の選任状況（平成２５年度在籍）  

氏 名 在任期間又は任期 備     考 

大 内 道 登 H21.11.16～H25.11.15 H21.11.16～H25.11.15 委員長 

山 内 廣 子 H21.11.16～H26.11.15 H25.11.16～ 委員長 

藤井伊津子 H23.11.16～H27.11.15 H25.11.16～ 委員長職務代理者 

樋 口 尚 也 H24.11.16～H28.11.15  

藤井  勇 H25.11.16～H29.11.15  

平 田  守 H20.11.16～H28.11.15 H20.11.16～ 教育長 

 

２ 教育委員会議の開催状況  

  教育委員会議については、原則として毎月１回定例会を開催し、また必要に応じて臨

時会を開催しています。平成２５年度は定例会１２回、臨時会を２回開催しました。  

 

３ 教育委員会審議案件  

  地教行法第２５条及び高梁市教育委員会事務委任規則の規定に基づき、平成２５年度

は合計７９件について審議しました。  

（１） 教育行政に関する基本的な方針・・・・・・・・・・・・・ ２件 

（２） 教育委員会規則等の制定又は改廃・・・・・・・・・・・・３２件 

（３） 教育予算その他議会の議決を要する議案に関すること・・・ ９件 

（４） 職員（教職員を含む）の人事に関すること・・・・・・・・ ８件 

（５） 法令又は条例等に定めのある付属機関の委員の委嘱・・・・１５件 

（６） 教科書の採択に関すること・・・・・・・・・・・・・・・ ４件 

（７） 通学区域の設定又は変更に関すること・・・・・・・・・・ ６件 

（８） 教育委員会に係る事務の点検及び評価に関すること・・・・ １件 

（９） その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２件 
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４ その他主な活動状況  

                       

年  月 教育委員が出席した活動等  

平成２５年 ４月 ・市立小学校・中学校・高等学校入学式 

５月  

 

・市立幼稚園・小学校運動会  

・市町村教育委員会教育長等人権教育連絡会  

・JFA こころのプロジェクト夢の教室  

６月  ・市議会６月定例会  

・第２８回童謡まつり in 高梁 

７月  

 

・岡山県市町村教育委員会連絡協議会総会  

・第９回中国地区市町村教育委員会連合会研修大会  

８月  ・遊ぼう学ぼう！子どもと親の学習フェスタ 2013 

９月  

 

・市立幼稚園・小学校・中学校・高等学校運動会  

・市議会９月定例会  

１０月 ・市立高等学校運動会 

１１月 ・岡山県市町村教育委員会連絡協議会研修会  

・学校訪問（幼稚園１園・小学校３校・中学校２校・高等学校１校） 

・平成２５年度教育委員会表彰表彰式  

１２月 ・市議会１２月定例会  

平成２６年 １月 ・成人祝賀式 

２月  ・教育問題懇談会  

３月  ・市立幼稚園・小学校・中学校・高等学校卒業式  

・市議会３月定例会  
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第３章 教育委員会事務局の行政組織（平成 25 年 4 月 1 日）           

 

（組織図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 教育委員会事務局の事務分掌（平成 25 年 4 月 1 日）           

 

○高梁市教育委員会組織規則（第７条各課・係の分掌事務）  

学校教育課  

総務係 

(1) 課内の庶務に関すること。  

(2) 教育委員会の会議及び教育委員の報酬等に関すること。  

(3) 請願及び陳情に関すること。  

(4) 儀式及び表彰に関すること。  

(5) 条例、規則その他例規及び公告式に関すること。  

(6) 事務局職員及び教育機関職員 (校長、教員を除く。 )の人事、給与及び福利厚生等に

関すること。  

(7) 文書の収受、配布及び発送に関すること。  

(8) 事務局の物品に関すること。  

(9) 学校の経理事務指導に関すること。  

(10) 公印の保管に関すること。  

(11) 事務引継に関すること。  

(12) 寄付採納に関すること。  

(13) 奨学金に関すること。  

(14) 教育に関する調査及び統計に関すること。  

教育委員会  

 

学校教育課  

社会教育課  

総務係  

管理係  

教職員係  

指導係  

教育委員会事務局  

学校給食センター（３センター）  

学校関係（幼稚園１３園・小学校１６校・中学校７校・高等学校２校）  

スポーツ振興課  スポーツ振興係  

図書館  

文化センター  

吉備川上ふれあい漫画美術館  

 

高梁総合文化会館  

高梁市文化交流館  

景年記念館）  

      有漢社会教育センター・有漢生涯学習センター・川上総合学習センター）  

 

生涯学習係（公民館・青少年研修センター・青少年育成センター・視聴覚ライブラリー・  

 

文化係（民俗資料館等・松山城等管理事務所・成羽文化センター・成羽神楽館・  

 

施設係（体育施設・勤労青少年ホーム・有漢農村公園）  
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(15) 教育に係る広報及び教育行政に係る相談に関すること。  

(16) 各課の連絡調整に関すること  

(17) 他の課及び課内の他係に属さないこと。  

管理係  

(1) 学校の用地、建物等に係る取得及び処分に関すること。  

(2) 学校の用地、建物等に係る維持管理に関すること。  

(3) 学校に係る物品に関すること。  

(4) 学校に係る施設台帳に関すること。  

(5) 教員住宅に関すること。  

(6) 諸契約に関すること。  

教職員係  

(1) 教育職員の人事及び福利厚生に関すること。  

(2) 学級編制に関すること。  

(3) 教育職員の免状及び履歴書整備に関すること。  

(4) 学齢児童及び生徒の就学事務に関すること。  

(5) 園児及び児童生徒の就学援助並びに保育料に関すること。  

(6) 通学区域の設定及び変更に関すること。  

(7) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。  

(8) 学校諸帳簿の整備監督に関すること。  

(9) 教育職員及び児童生徒の身体検査及び福利厚生に関すること。  

(10) スクールバスに関すること。  

(11) その他学校教育に関すること。  

指導係  

(1) 学校給食に関すること。  

(2) 教科内容及びその取扱いに関すること。  

(3) 学校教育についての指導及び助言に関すること。  

(4) 教科用図書の採択に関すること。  

(5) 教育方法の改善に関すること。  

(6) 教育研修及び職員講習会に関すること。  

(7) 教育資料の記録収集及び保存に関すること。  

(8) 学校の環境衛生に関すること。  

(9) 教育職員及び児童生徒の保健に関すること。  

(10) 園児の預かり保育に関すること。  

(11) 教育相談事業に関すること。  

(12) やすらぎ教室に関すること。  

(13) 幼保一体化の調整に関すること。  
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社会教育課  

文化係  

(1) 文化芸術の振興に関すること。  

(2) 文化団体の指導育成に関すること。  

(3) 文化施設に関すること。  

(4) 文化財の保護及び活用に関すること。  

(5) 天然記念物の保護管理に関すること。  

(6) 伝統的建造物群保存地区に関すること。  

(7) 民俗芸能の伝承に関すること。  

(8) 国民文化祭の開催に関すること。  

生涯学習係  

(1) 課内の庶務に関すること。  

(2) 社会教育、生涯学習の推進に関すること。  

(3) 生涯学習施設及び社会教育関係施設に関すること。  

(4) 社会教育委員に関すること。  

(5) 成人教育、青少年教育及び家庭教育に関すること。  

(6) 人権教育に関すること。  

(7) 視聴覚教育に関すること。  

(8) 生涯学習関係機関、団体との連絡調整及び指導育成に関すること。  

(9) 児童、青少年の健全育成に関すること。  

(10) 課内の他係に属さないこと。  

 

スポーツ振興課  

スポーツ振興係  

(1) 課内の庶務に関すること。  

(2) スポーツ推進審議会に関すること。  

(3) 体育諸団体との連絡調整及び指導育成に関すること。  

(4) 市民体育に関すること。  

(5) 生涯スポーツに関すること。  

(6) 競技スポーツに関すること。  

(7) レクリエーション活動に関すること。  

(8) スポーツ推進委員に関すること。  

(9) 課内の他係に属さないこと。  

施設係  

(1) 体育施設の整備計画に関すること。  

(2) 体育施設の利用、管理運営に関すること。  

(3) 高梁市都市公園条例 (平成16年条例第253号 )第9条別表第2に定める施設の利用、管

理運営に関すること。  
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文化センター  

(1) 文化センター内の庶務に関すること。  

(2) 文化交流館、高梁総合文化会館及び吉備川上ふれあい漫画美術館の利用、管理運営

に関すること。  

(3) 文化交流館、高梁総合文化会館の運営委員会に関すること。  

(4) 催事の企画及び実施運営に関すること。  

 

○高梁市立学校給食センター条例施行規則（第４条事務分掌）  

学校給食センター(管理部門) 

(1) 公印の保管に関すること。  

(2) 文書の収受発送に関すること。  

(3) 職員の服務及び福利厚生に関すること。  

(4) 予算及び経理に関すること。  

(5) 給食物資の購入に関すること。  

(6) 施設及び設備の管理に関すること。  

(7) 衛生管理に関すること。  

(8) 運営委員会に関すること。  

(9) 給食の配送に関すること。  

(10) 他の所管に属しない事項  

学校給食センター(調理部門) 

(1) 学校給食実施計画の作成に関すること。  

(2) 給食物資の需要申請に関すること。  

(3) 献立作成及び調理指導に関すること。  

(4) 給食物資の保管に関すること。  

(5) 調理及び配分に関すること。  

(6) 食器などの洗浄、消毒及び保管に関すること。  

(7) 栄養の調査研究及び統計に関すること。  

 

○高梁市立図書館条例施行規則（第６条分掌事務） 

図書館(庶務係) 

(1) 寄贈、寄託資料の受入れ及び処理に関すること。  

(2) 施設設備の維持管理に関すること。 

(3) 予算の経理に関すること。  

(4) 職員の福利厚生に関すること。  

(5) 調査、統計に関すること。  

(6) 文書の発受、保存に関すること。  

(7) 広報、宣伝に関すること。  

(8) 図書館協議会に関すること。  

(9) 文化、芸術活動に関すること。  

(10) 他の図書館、学校、公民館等との連絡、協力に関すること。  

(11) ボランティア参加の促進に関すること。  

(12) 他の係に属しない事務に関すること。  
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図書館(奉仕係) 

(1) 閲覧室、書庫の整備に関すること。  

(2) 館内奉仕活動に関すること。 

(3) 館外奉仕活動に関すること。  

(4) 図書資料の収集に関すること。  

(5) 電子資料の作成収集に関すること。  

(6) 資料の分類、目録の作成及び図書原簿等の整備に関すること。  

(7) 資料の修理、保存に関すること。  

(8) レファレンス、サービスに関すること。  

(9) 相互貸借に関すること。  

(10) 読書会の育成と指導に関すること。  

(11) 広報活動に関すること。  

(12) 利用者の秩序、維持に関すること。  

(13) 利用の調査、統計に関すること。  

 

○高梁市文化センター条例施行規則（第２条事業）  

高梁総合文化会館  

(1) 文化会館の管理運営に関すること。  

(2) 視聴覚ライブラリー事業及び視聴覚教育に関すること。  

(3) 地域の観光及び物産の展示、宣伝に関すること。  

(4) 文化活動の情報収集及び提供に関すること。  

(5) その他目的達成に必要な事業  

高梁市文化交流館 

(1) 生涯学習に係る講座等の開設及び講習会、講演会等の開催に関すること。  

(2) 生涯教育関係者の研修及び生涯教育指導者の養成に関すること。  

(3) 生涯学習に係る調査研究並びに情報の収集及び提供に関すること。  

(4) 生涯学習の相談に関すること。  

(5) 生涯学習活動のため、施設及び機器の利用に関すること。  

(6) 生涯学習の図書・記録その他必要な資料の収集、保存及び市民の利用に関すること。 

(7) 高梁市歴史美術館は、博物館法 (昭和26年法律第285号)の規定により、美術品等を収

集し、保管し、展示して市民の教育、学術及び文化の発展に寄与すること。  

(8) その他目的達成に必要な事業  

 

○高梁市吉備川上ふれあい漫画美術館条例（第５条業務）  

 吉備川上ふれあい漫画美術館  

(1) 漫画図書の収集、展示及び提供  

(2) 漫画文化に関する専門的な調査、研究及び資料の収集並びに提供  

(3) 漫画に関する各種イベント、展示会、講習会、研究会、講座及び映写会等の開催  

(4) 富永一朗氏の原画及び愛用品等の展示  

(5) その他目的達成に必要な業務
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第５章 教育委員会の基本方針と重点施策                     

 

１ 平成 25年度基本方針及び重点施策 

 社会環境が大きく変化する中で、学校教育をはじめとして、生涯学習やスポーツ、文化芸術活動

はますます重要なものとなり、その果たす役割に大きな期待が寄せられています。 

 特に、本市においては、教育関係の全ての分野において、こうした変化に適切に対応し、生涯にわ

たり心豊かに、たくましく生きていく意欲と、実践力を備えた、新時代を担う人間の育成が最も重要

となっています。 

 このような状況の中、国においては、教育基本法第 17 条第 1 項に基づき、平成 20 年 7 月に政府

として初めての教育に関する総合的計画として「教育振興基本計画」が閣議決定されました。また、

岡山県教育委員会では、平成 22 年 2 月に平成 22 年度から平成 26 年度までの 5 年間を計画期間とす

る岡山県教育振興の総合的な計画として「岡山県教育振興基本計画‐未来を拓く人づくりプラン‐」

が策定されました。 

 本市においても、こうした動向を踏まえ、平成 22 年度が初年度となる高梁市新総合計画で示した

教育分野をより具体化する「高梁市教育振興基本計画」を平成 23 年 3 月に策定しました。本計画は、

「夢と志をもち未来を拓く人づくり」を基本方針として、生きる力を育み、目標に向かって夢と志を

もち、ふるさとに愛着と誇りをもつことができる人づくりをめざし、5 年間の計画期間に様々な施策

を展開していきます。 

この基本方針に基づき、学校教育、家庭や地域社会の教育、スポーツや、それぞれの地域の特色あ

る文化芸術活動の活性化など、高梁の豊かな自然や歴史文化など地域資源を生かし、学校・家庭・地

域が連携・協力し、地域全体の教育力の向上に取り組むため、次の５項目を基本目標とし、それぞれ

重点施策を定めて総合的な取組を進めます。 

１ 心身ともにたくましい子どもが育つ学校教育を進めます 

２ 学校・家庭・地域が連携し、社会全体で子どもの教育に取り組みます 

３ 生涯学習の機会を広げ、人権尊重の意識を育てます 

４ 地域の伝統や文化の維持向上をめざします 

５ スポーツの振興を図ります 

子どもたちが、自ら学び、自ら考える力や、豊かな心、健やかな体など、｢生きる力｣を育む学校づ

くりのために、子ども一人ひとりを大切にし、基礎的・基本的な知識及び技能を習得させるとともに

確実な定着を図るなど、人格の完成をめざした取組を進めます。 

 また、生涯にわたって主体的に学習できる生涯学習社会の実現をめざし、公民館活動の積極的な展

開を図りながら、体系的・効果的な支援と推進を図ります。 

 文化行政では、備中松山城や吹屋伝統的建造物群保存地区など、地域固有の歴史遺産や伝統文化の

保護・保存とその活用を進めるとともに、地域の文化芸術活動の振興に取り組みます。 

 さらに学校教育の充実のため、学校・家庭・地域及び関係機関等との連携を密にしながら、教育環

境と教育効果の向上をめざします。また、スポーツ振興計画を基に、いつでも・どこでも・気軽にス

ポーツができる環境の充実に努めます。 

 これらの諸施策の推進にあたっては、情報発信を積極的に行い、関係機関や教育団体などとの連携

を一層緊密にし、広く市民の理解、協力を得ながら、教育行政推進のため積極的に取り組みます。



 - 10 - 

２ 教育行政重点施策の体系  
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し
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基本的な視点  基本目標  

Ⅰ  

心 身 と も に

た く ま し い

子 ど も が 育

つ 学 校 教 育

を進めます  

重点施策  

Ⅲ  

生 涯 学 習 の

機会を広げ、

人 権 尊 重 の

意 識 を 育 て

ます  

Ⅳ  

地 域 の 伝 統

や 文 化 の 維

持 向 上 を め

ざします  

Ⅴ  

ス ポ ー ツ の

振 興 を 図 り

ます  

生
涯
を
通
じ
て
自
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び
・
高
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、
そ

の
成
果
を
生
か
す
こ
と
の
で
き
る
教

育
環
境
を
整
え
ま
す
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１ 確かな学力の向上を図ります 

２ 豊かな心と健やかな体を育てます 

３ 今日的な課題に対応した教育を推進します 

４ 学校の施設・設備の充実を図ります  

Ⅱ  

学校・家庭・

地 域 が 連 携

し、社会全体

で 子 ど も の

教 育 に 取 り

組みます  

１ 家庭・地域の教育力を高めます  

２ 学校・家庭・地域が連携した教育を進めます 

３ ふるさと高梁に学ぶ教育を進めます  

１ 生涯学習社会の構築を推進します 

２ 人権が尊重される社会の実現に努めます 

１ 地域文化の振興を図ります 

１ スポーツの振興を図ります 

夢
と
志
を
も
ち
未
来
を
拓
く
人
づ
く
り 

基本方針  都市像  

ひ
と
・
ま
ち
・
自
然
に
や
さ
し
い
高
梁 
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第６章 教育行政重点施策の点検及び評価の結果               

 

１ 点検及び評価結果の構成  

  

教育委員会では、毎年度教育行政の基本方針やその年度の重点的に取り組むべき施策と

して「教育行政重点施策」を定めています。この重点施策に基づき行っている事業を平成

２５年度に実施すべき事業目標と位置づけ、この実施状況について教育委員会が自ら点

検・評価を行いました。  

 

○点検評価結果表の項目について  

｢事業名｣・・・｢教育行政重点施策｣に掲げている主な取組で実施した事業を記載してい

ます。 

｢事業実施目標｣・・・平成２５年度に実施すべき事業の具体的な取組内容や目標を記載

しています。 

｢評価｣・・・事業実施目標に対して、取組の進捗状況等を踏まえ、客観的に A～E の５

段階で内部評価を行いました。評価基準は次のとおりとしています。  

A・・・十分な成果を得た  

B・・・概ね満足な成果を得た  

C・・・ある程度の成果を得たが、多少の改善検討が必要  

D・・・満足のいく成果は得られず、事業の見直しが必要  

E・・・事業の中止、廃止  

 ｢成果・課題等｣・・・平成２５年度に実際に実施した事業の成果・課題等を記載してい

ます。 

 ｢学識経験者の意見｣・・・教育委員会が行った点検・評価の結果について、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第２６条第２項の規定に基づき、

教育に関し学識経験を有する３名の方に意見等をいただきまし

た。  
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２ 点検及び評価の結果  

 

基本目標  重点施策  項目  頁  

Ⅰ  

心身とも にたくま

しい子ど もが育つ

学校教育 を進めま

す  

１  

確かな学力の向上を図

ります  

(1) 学力の向上をめざした取組  １４  

(2) 読書環境の整備・充実  １７  

(3) 教員の指導力向上の取組  １９  

(4) 新学習指導要領の円滑な実施  ２１  

２ 

豊かな心と健やかな体

を育てます  

(1) 体験活動・文化活動等の充実  ２２  

(2) 基本的生活習慣の育成  ２３  

(3) 道徳教育の充実  ２４  

(4) 健康教育の推進  ２５  

(5) 学校体育と運動部活動の充実  ２７  

３  

今日的な課題に対応し

た教育を推進します 

(1) 特別支援教育の推進  ２８  

(2) いじめ・不登校問題等への対応  ２９  

(3) 教育体制の整備  ３１  

４  

学校の施設・設備の充実

を図ります  

(1) 学校施設の耐震化の推進  ３３  

(2) 学校施設のバリアフリー化の推進 ３３  

(3) 学校施設・設備の充実 ３４  

学識経験者の意見 ３６  

Ⅱ  

学校・家庭・地域が

連携し、社会全体で

子どもの 教育に取

り組みます  

１  

家庭・地域の教育力を高

めます  

(1) 地域ぐるみで子どもを育てる体制の構築  ３７  

(2) 地域ぐるみの学校安全体制の推進  ３８  

(3) 就学前教育の推進  ３９  

(4) 家庭教育に関する学習機会・情報の提供の充実  ４０  

(5) 学校・家庭・地域の連携のためのネットワークづくり  ４１  

２  

学校・家庭・地域が連携

した教育を進めます  

(1) 規範意識や豊かな感性等を身につける学習活動  ４２  

(2) 地域の人材の活用  ４４  

(3) 世代間交流による学習機会の提供  ４４  

(4) 学校・家庭・地域が連携した読書活動の推進  ４５  

３  

ふるさと高梁に学ぶ教

育を進めます  

(1) 郷土への愛着と誇りを育む教育の推進  ４６  

(2) 地域の資源と人材の活用  ４７  

(3) 地域住民によるふるさと学習の推進  ４８  

学識経験者の意見  ４９  
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基本目標  重点施策  項目  頁  

Ⅲ  

生涯学習 の機会を

広げ、人権尊重の意

識を育てます  

１  

生涯学習社会の構築を

推進します  

(1) 生涯学習の振興  ５０  

(2) 公民館活動の充実  ５３  

(3) 社会教育施設の充実  ５４  

(4) 青少年の健全育成  ５５  

２  

人権が尊重される社会

の実現に努めます  

(1) 人権が尊重される社会の実現  ５８  

学識経験者の意見  ５９  

Ⅳ  

地域の伝 統や文化

の維持向 上をめざ

します  

１  

地域文化の振興を図り

ます  

(1) 地域文化・芸術活動の振興  ６０  

(2) 文化施設の充実  ６１  

(3) 文化財の保護・保存と活用  ６３  

(4) 歴史的町並み保存と景観形成の推進  ６５  

学識経験者の意見  ６６  

Ⅴ  

スポーツ の振興を

図ります  

１   

スポーツの振興を図り

ます  

(1) スポーツの振興  ６７  

(2) スポーツ施設の充実  ７０  

(3) 広域的なスポーツ交流の推進  ７１  

学識経験者の意見  ７３  
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Ⅰ 「心身ともにたくましい子どもが育つ学校教育を進めます」  

１  確かな学力の向上を図ります 

 （１）学力の向上をめざした取組  

 

 

 

 

 

 

 

事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

学力向上推進事業 

【学校教育課】 

①高梁市学力向上推進委員会を設

置し、本市の子どもたちの学力の

実態把握、授業改善の研究及び学

力向上の取組の方向性を研究、検

討する。 
Ｂ  

《成果》  

 委員会を年度中に２回開催した。児童生徒に対す

る取組、教員の資質向上、地域社会との連携に関す

る視点から中学校区単位の取組を進め、重点的取組

を明らかにした。  

《課題》  

 まとめの提言作成が遅れた。まとめの提言を後期

基本計画に生かすことが必要である。  

②学力向上研究指定 

高梁中学校、成羽中学校、成羽小

学校 

［H25･H26 年度］ 

Ｂ  

《成果》  

 各校に 10 万円の予算配分を行い、外部講師の活

用など、創意工夫のある取組が行われた。  

《課題》  

学校により、研究の進捗状況に差がある。  

基礎学力向上のた

めの取組と推進 

【学校教育課】 

①目標と具体的な取組を明確化

し、各学校での取組を計画的・効

果的に推進していくため、計画訪

問や要請訪問等により支援を行

う。 

Ｂ  

《成果》  

 可能な限り、学校からの指導要請に応えることが

できた。  

《課題》  

学校により、要請訪問の回数等に差が生じてい

る。  

②高梁市学校教育研修所と連携

し、教員の基本的な資質能力や専

門的な実践的指導力の向上を図る

研修を実施する。 

Ｂ  

《成果》  

研修所の各部会で計画的に研修会を開催した。  

《課題》  

 部会によって、開催回数が異なる。  

③「読み、書き、計算」の定着の

ための取組を行う。  

Ｂ  

《成果》  

 各校で学習習慣のよりよい定着を目指した「学習

の手引」や「生活の手引」の作成と指導が進んだ。

また、放課後の指導など、個別指導の充実を推進し

た。  

《課題》  

 学習を意識した保幼小の連携を深め、就学前教育

の充実を図る。  

○施策の方向  

・学校での基礎学力の向上や学ぶ意欲を高めるための取組を学校と家庭とで連携して、一層充実したものにします。 

・知識・技能の習得と思考力、判断力、表現力等の育成を図る取組を充実させるとともに、課題解決的な学習や探

究活動の一層の充実をめざします。  

・児童生徒の基本的な生活習慣や学習習慣等の改善を図るとともに、学習環境の充実を図り、学力の定着をめざし

ます。  

Ⅰ―１－（１） 
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④各学校での効果的な取組を推進

し、実践発表を行う。  

・研究指定校や授業改革協力員

（※１）などの授業公開、研究協

議会を実施する。  

Ｂ  

《成果》  

 研究指定校等の研究会を２中学校区及び２校で

実施し、授業改革協力員９名の公開授業を行った。

他校園の授業改善に大きな刺激となった。  

《課題》  

教育研修所の部会等と連携して情報を周知した

が、参加者が多いとは言えない。  

全国、岡山県学力・

学習状況調査によ

る実態を把握と結

果の活用 

【学校教育課】 

①調査結果の分析（H23～H24 年

度）を行い、その調査結果に基づ

き教育委員会・学校等が連携しな

がら指導方法の充実を図り、学校

の教育活動等の改善に取り組む。  
Ａ  

《成果》  

 全国学力・学習状況調査結果では、中学校３年生

が全国平均を上回り、県内市町村でもトップクラス

になるなど、大きな向上が見られた。  

《課題》  

 基礎学力の定着等に課題もあり、各校が自校の課

題を分析して情報を共有し、継続した取組を実践す

ることが必要。  

②各校の「学力・学習状況」改善

プラン（※２）及び中学校区の「学

力・学習状況」改善プランを推進

し、小中連携をより充実させるこ

とで、知識・技能の習得と思考力、

判断力、表現力の育成を図る。  

Ｂ  

《成果》  

 中学校区で改善プランを中心とした小中の連携

が進み、学力や学習以外への波及効果もあった。  

《課題》  

就学前教育の重要性から、小中連携を幼小中連携

に更に広げていく。  

ALT (※３)配置に

よる英語活動・英語

学習の充実 

【学校教育課】 

ALT による英語の音声や基本的

な英語の表現に慣れ親しむこと

で、英語や異文化への理解や表現

力の育成を図る。  Ｂ  

《成果》  

課題であった英語担当と ALT との TT 授業 (※４ )

は任用を変えることにより臨機応変な英語授業が

できるようになった。  

《課題》  

ＡＬＴの質が落ちないような業者選択を行う必

要がある。  

基本的な生活習慣

の育成に向けた取

組 

【学校教育課】 

「早寝早起き朝ごはん」県民運

動の取組について情報発信を行

い、学校、家庭、地域等で連携し

て展開し、子どもの生活リズム向

上をめざす。  

Ｂ  

《成果》  

 各校で PTA 活動として取組をすることで、保護者

の意識化が進んだ。  

《課題》  

虐待傾向のある家庭など、関係機関と連携した取

組が必要な事案がある。  

学習習慣の育成に

向けた取組 

【学校教育課】 

①計画的な家庭学習の習慣化とテ

レビの視聴時間の短縮について、

家庭の協力を得ながら学校と家庭

が十分連携を取り、学校からの積

極的な情報発信を行っていく。  Ｃ  

《成果》  

 各校で「学習の手引」や「生活の手引」を作成し、

家庭に配付して周知を図るなど、重ねて啓発活動に

取り組んだ。  

《課題》  

 平日３時間以上テレビ等を見ている児童生徒が

36.9％（前年度比約 10％減）と 3 人に 1 人はいるこ

と、平日の家庭学習が 1 時間未満の児童生徒が

27.5％（前年度比 13.3％減）と４人に 1 人はいる。 
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事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

 ②「ＮＯテレビ・ＮＯゲームデー」

を推奨し、掲示スタンドを配付す

る。  
Ｃ  

《成果》  

 各校で PTA 活動等として取組をすることで、保護

者の意識化が進んだ。  

《課題》  

配付当初は取組が実践されているが、年間を通し

ての継続が難しい。  

学級編制の弾力化事

業 

【学校教育課】新規  

本市独自に常勤講師を雇用し、

小学校４年生までの学級を３４人

以下学級とし、基本的生活習慣や

学習規律、学習習慣の定着を図れ

るようきめ細かな指導の推進を図

る。  

Ｂ  

《成果》  

落合小学校１年生を２クラスにすることができた。  

《課題》  

 １人の増減で該当したりしなかったりする。常勤

講師確保が難しい。  

 

(※1)  授業改革協力員…小・中学校の各教科の授業力向上に中心となって取り組む教員。教育委員会から指名し、１年間、授業

公開を実施したり研修に出向いたりする。平成２５年度は小学校４名（国、算、理、社）、中学校５名（国、数、理、

社、英）を指名した。  

(※2) 「学力・学習状況」改善プラン…各校で学力・学習状況の改善に向けて取り組んでいる年次計画。  

(※3）  ALT… (Assistant Language Teacher)  日本の学校で外国語授業を補助する助手。  

(※4）  TT（Team Teachin）授業…複数の教師が協力して授業を行う指導方法。  
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（２）読書環境の整備・充実  

 

 

 

 

 

 

事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

「第２次高梁市子ど

も読書活動推進基本

計画（高梁わくわく読

書プラン）」の実施 

【社会教育課】 

H22 年度策定の『第２次子ど

も読書活動推進基本計画（高梁

わくわく読書プラン）』に基づ

き、読書習慣が身につくよう

に、家庭・学校・地域などの連

携を進めていく。（H23～H27

年度）  

Ｂ  

《成果》  

市内６団体の読み聞かせボランティアによる読み

聞かせを行い、子どもが読書に触れる機会を提供し

た。（各図書館、学校園等）  

また、読み聞かせボランティア養成講座を年２回行

い、延べ５９人の参加があった。  

《課題》  

読み聞かせボランティアの高齢化が進んでいるた

め、後継者育成の必要がある。  

学校図書館を活用し

た授業等の充実  

【学校教育課】  

①授業における学校図書館の

活用を拡大していくため、図書

資料の整備と充実を図る。  

Ｂ  

《成果》  

図書購入費として、平成２５年度予算 630.1 万円及

び基金事業による 100 万円で図書を購入し、図書の充

実を図ることができた。  

《課題》  

図書登録業務等の事務量を軽減しつつ正確な蔵書

管理をするためにシステム化する必要がある。  

②子どもの読書環境を充実さ

せるため、学校図書館司書の増

員を行う。  
Ｂ  

《成果》  

学校図書館司書の図書室経営、読書指導がより充実

してきている。  

《課題》  

開館が望ましい夏季休業中の勤務日数に制約が大

きく、特に兼務校での図書館整備が困難である。  

「セカンドブック事

業」「読書大すき高梁

っ子感想文コンクー

ル」等の読書啓発活動

の推進 

【学校教育課】 

①小学校入学を機に、本に親し

む機会をつくり、子どもたちの

読書に対する意欲や関心を高

め、読書好きの子どもを育てる

ことを目的にセカンドブック

事業を実施する。  

Ｂ  

《成果》  

 一般報償費として、H25 年度予算 366 千円で児童

が希望した絵本を購入し、小学校入学時に贈呈し、本

に親しむ機会づくりを行った。  

《課題》  

 贈呈した絵本の学校等での活用方法を明確にする。 

②読書が日常の生活の中に位

置づけられ、継続して行われる

よう積極的な家庭への情報発

信を行う。  
Ｂ  

《成果》  

「セカンドブック事業」や「読書大好き高梁っ子感

想文コンクール」の実施により、子どもと家庭に対し

て、本に親しむ機会の提供や読書への意欲付けを図る

ことができた。  

《課題》  

事業の効果を上げるために、事業の趣旨をさらに広

く周知する情報発信の方法を工夫する必要がある。  

 

○施策の方向  

・学校が家庭、市立図書館、ボランティア、読書活動にかかわる関係団体等地域と連携し、子どもたちがよい本と

出会える環境づくりに取り組むなど、読書活動の取組を推進します。  

・授業に学校図書館を計画的に活用したり、全校一斉の読書活動を行ったりするなど、児童生徒の主体的、意欲的

な読書活動を充実します。  

 

Ⅰ―１－（２） 
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事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

 ③授業に学校図書館を計画的

に利用し、学校図書館司書、読

書ボランティアの積極的な活

用を行う。  Ｂ  

《成果》  

司書による、本を手に取りやすいレイアウトの工夫

や図書館だよりの発行、地域の読書ボランティアによ

る読み聞かせなどを実施した。  

《課題》  

授業に活用する図書の充実は教材研究とともに今後

も必要である。  
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（３）教員の指導力向上の取組 

 

 

 

 

 

事 業 名 事業実施目標 評価 成果・課題等 

外部人材の積極的な

活用による授業改革

の推進 

【学校教育課】 

①指導教諭・授業改革協力員

を中心とする授業研究を通し

た指導力の向上をめざす。  

Ｂ 

《成果》  

指導教諭、授業改革協力員が公開授業を行い、研究

協議を通して指導法の改善について協議することが

できた  

《課題》  

研究協議のもちかた等を改善し、さらに充実したも

のにしていく必要がある。  

②県総合教育センターサポー

トキャラバン等の積極的な活

用を図る。  

Ｂ 

《成果》  

 県内市町村で最多の実績となるなど、積極的に活用

することができた。  

・サポートキャラバン (※５ )   ２６回  

・学校コンサルテーション (※６ ) １０回  

《課題》  

学校によって活用の回数に差が大きい。  

研究指定校園におけ

る授業研究とその課

題・成果の検証・普

及 

【学校教育課】 

①要請訪問等による学校支援

体制を充実する。  

 Ｂ 

《成果》  

 各指定校園の担当者を決めて、研究の経緯を踏まえ

た指導を行うことができた。  

《課題》  

 日程が重複した場合の調整が難しい。  

②大学教授等からの指導を行

う。  

 
Ｂ 

《成果》  

 研究助成を受けるなど、各校園の研究課題に沿った

指導者に指導・助言をお願いすることができた。  

《課題》  

指導者が県外の場合、旅費等から指導の回数、時間

に制約が多い。 

 ③研究指定校園による公開授

業や研究発表等を通じて、成

果の検証と普及を行う。  

【平成２５年度研究指定校

園】  

・（県・市）通常学級における

特別支援教育指導充実研究  

［H25 年度］≪高梁北中学校

区≫  

・（市）幼稚園教育課程研究  

［H25・H26 年度］≪巨瀬幼

稚園≫  

・（市） ICT(※８ )活用研究  

Ｂ 

《成果》  

研究指定に伴い、各校で校内研修や研修授業（公開

授業）を積極的に行い、授業改善に取り組むことがで

きた。 

研究会指定校園には、要請訪問等により助言を行っ

た。 

また、大学教授等からの指導を受けた。 

・特別支援教育指導充実研究では、アセスメントシー

ト (※７ )の活用を基に、通常学級での指導充実の取組

を発表した。 

・幼稚園教育課程研究では、食育の充実に向けて研究

を推進した。 

・ ICT を活用して児童生徒に視覚的に訴える授業を 

○施策の方向 

・授業改革の核となる教員研修や研究指定校園を中心に、研究発表を通じて、研究成果を広め、全ての学校の

授業力の向上を図ります。 

Ⅰ―１－（３） 
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(※5) サポートキャラバン…校内研修や地区研修（複数校で地域ごとに集まっての研修）に岡山県総合教育センターが指導主事を

講師として派遣する事業。学校等からの要請によって派遣が決まる。  

事 業 名 事業実施目標 評価 成果・課題等 

 ［H25 年度］≪松原小学校≫  

・（市）学力・人間力育成推進

事業［H23～H25 年度］  

≪有漢中学校区≫  

・（市）学力向上研究指定 

［H25･H26 年度］ 

≪高梁中学校≫  

≪成羽中学校区≫ 

 することにより児童の興味関心や理解が深まった。  

・学力・人間力推進事業は、大学教授を招聘し『教

えて考えさせる』の理論を学び、教科の指導を中心

に実践し、３年間の成果と課題を紀要にまとめた。  

《課題》  

・ ICT 機器が高価であり、ハード・ソフトを揃える

には予算が必要。また、学校により ICT 機器の整備

状況が異なる。 

・職員数が少ない校園では、研究会、研修会に参加

しにくい状況がある。 

授業力向上のための

教員研修充実のため

の取組 

【学校教育課】 

①学力向上研修会等を実施

し、教職員の資質の向上と、

校内の研究の推進を図る。  

Ｂ  

《成果》  

 研修会を 12 月に実施し、中学校区及び各校の改善

プランを作成することができた。また、その確認を

３月の推進委員会で行った。  

《課題》  

改善プランをどの様に継続していくかというこ

と。 

②校内における小・中学校の

校内研修に指導主事を派遣

し、授業へのアドバイスを行

い、授業研究会の充実を進め

ながら教員の授業力の向上を

図る。また、教員のニーズに

あった専門的な研修講座等の

充実を図る。  

Ｂ  

《成果》  

 指導課及び教育センターの事業を活用するととも

に、市からも指導係を中心に、可能な限り派遣を行

った。  

《課題》  

県等の事業による取組が増えており、教員のニー

ズ等に十分に応えられていない面もある。 

③県総合教育センター研修講

座への積極的な参加を促進し

ていく。  
Ｃ  

《成果》  

 教育センターの「羅針盤」を掲示板で紹介するな

ど、周知に努めた。  

《課題》  

希望研修への参加が日程的に難しく、管理職等か

らの意図的な働きかけが必要である。 

教職員の育成・評価

システムの充実 

【学校教育課】 

教職員一人ひとりの教育活

動の目標や内容等を具体的に

明らかにし、校長、教頭によ

る授業参観、その都度のフィ

ードバック、面談等を充実さ

せることによって、意欲や資

質能力を向上させ、組織の活

性化につながるよう指導を行

う。  

Ｂ  

《成果》  

システムが定着しつつあり、校長、教頭の授業参

観の回数や内容が充実し、それを生かした面談の実

施により教職員の意欲を向上させる機会となってき

た。  

《課題》  

年度末の評価については評価基準の捉え方に差異が

あり、評価のあり方について管理職の研修が必要で

ある。  
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(※6) 学校コンサルテーション…学級が機能しない状態、問題行動等生徒指導上の諸問題や障害のある又は疑いのある児童生徒一

人一人に応じた支援等について、岡山県総合教育センター指導主事がコンサルタントとして学校や教職員へ助言を行う事

業。学校等からの要請によって実施が決まる。  

(※7) アセスメントシート…障害のある又は疑いのある児童生徒一人一人の特性等の理解を深め、支援の方策を明らかにするよう

に、岡山県総合教育センターで作成されたシート。  

(※8) ICT…情報 (information)や通信 (communication)に関する技術の総称。ICT 教育とは、「情報技術を用いて学習者に対しコミ

ュニケーション環境を提供しようとする教育」のこと。  

 

 

 

 

 

 

（４）新学習指導要領の円滑な実施  

 

 

 

 

 

事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

改訂の趣旨の周知、

課題・成果の検証・

普及  

【学校教育課】  

高梁市学校教育研修所での

教科・領域別改訂の趣旨等の研

修会を開催する。  
Ｂ  

《成果》  

平成２５年度重点となった教科・領域については趣旨

等をふまえた研修会が実施できた。  

《課題》  

教職員数の減少により毎年度の全教科について実施

することは困難である。  

研修会の充実によ

る教員の資質能力

の向上  

【学校教育課】  

①教材開発や ALT を積極的に

活用  

Ｂ  

《成果》  

課題であった英語担当と ALT との TT 授業 (※３ )は任

用を変えることにより臨機応変な英語授業ができるよ

うになった。また、校種をまたがっての任用がないので、

教材開発が行いやすい。  

《課題》  

ALT の質が落ちないような業者選択を行う必要があ

る。ALT 同士での研修会が行えていない。  

 

②実践事例を各校へ普及  

 

Ｂ  

《成果》  

 授業改革協力員の公開授業による実践例の普及がで

きた。  

《課題》  

公開授業に参加する教職員の数を増やしたい。  

 

○施策の方向 

・新しい学習指導要領の円滑な実施ができるよう、取組を推進します。 

・学習指導要領の改訂を踏まえ、小学校における外国語活動の充実を図ります。 

 

Ⅰ―１－（４） 
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２  豊かな心と健やかな体を育てます 

 （１）体験活動・文化活動等の充実  

  

 

 

 

事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

特色ある学校づく

り事業の推進 

【学校教育課】 

 地域の人材・資源を活用した特

色ある学校づくりを意図的・計画

的に推進することにより、ふるさ

とを愛し、心豊かな子どもを育成

する。 

・予算（H25 年度）  

小学校･･･2,400,000 円  

中学校･･･1,050,000 円  

高等学校･･･300,000 円  

幼稚園･･･1,950,000 円  

Ｃ 

《成果》  

各校園が地域人材を活用し、積極的な取組を展開し

ている。体験活動だけでなく、通常の学習活動での活

用も図られている。  

・決算（H25 年度）  

小学校･･･2,041,180 円  

中学校･･･  949,943 円  

高等学校･･･173,750 円  

幼稚園･･･1,599,909 円  

《課題》  

 各校園に一律 15 万円の予算分配を行っているが、

学校規模や取り組む内容によって、傾斜分配をするこ

とも課題となっている。また、より地域の人材を生か

した活動内容も推進したい。 

職場体験活動等の

実施 

【学校教育課】 

中学生が直接地域の事業所に

出向き、実際の仕事を体験するこ

とにより、正しい勤労観を養うと

ともに将来の自己の生き方につ

いて考える契機とすることを目

的とし、全中学校で実施し、実施

日数や内容を充実させていく。 

Ｃ 

《成果》  

 地域と連携して、２日間から４日間で、全中学校の

第２学年で実施されている。  

《課題》  

中学校区によっては、事業所の数、通学範囲などか

ら多様な選択肢を確保しにくい状況がある。中学校に

よって実施日数に差が生じている。 

体験プログラムの

実施 

【学校教育課】 

子どもたちの調和のとれた人

間形成を図るため、自然体験・生

活体験活動等の様々な体験の機

会を提供していく。 Ｂ 

《成果》  

特色ある学校づくり事業を活用し、各校園で計画的

に地域交流、ボランティア体験、自然体験等に取り組

んでいる。  

《課題》  

 各学校での取組となっているため、体験内容に偏り

が生じている。 

子ども議会の開催 

【秘書政策課・学校

教育課】 

 自己の夢や希望を発言する機

会をもつことにより、地方自治へ

の関心やまちづくりに参加しよ

うと考える契機とすることをね

らいとして子ども議会を開催す

る。 

・平成２５年度の対象：中学生 

Ｂ 

《成果》  

発表校の生徒の目線で考えた住みよい高梁づくり

への発言ができ、生徒にとって郷土を愛する心情の育

成となる契機となった。  

《課題》  

中学校では保護者の傍聴者がなかった。 

芸術鑑賞推進事業

の実施  

【学校教育課】 

演劇や器楽演奏等の優秀な芸

術に直接触れる機会を提供し、子

どもたちの豊かな情操を培うと

Ａ 

《成果》  

プロによる演劇やコンサートなどを間近で鑑賞す

る感動的な体験ができている。  

○施策の方向 

・豊かな人間性、社会性、規範意識等を育むため、地域の自然や人材を生かした多様な体験活動を推進します。 

・伝統・文化をはじめ優れた文化に触れる機会の充実に努めます。 
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ともに豊かな感受性を養う。 《課題》  

 児童生徒数により、保護者負担が発生している学校

がある。 

芸術文化特別授業

の実施 

【学校教育課】  

 

 文化芸術のプロに直接指導を

受けることにより、児童の文化芸

術に対する興味・関心・意欲の一

層の喚起を図る。 

・平成２５年度特別授業の実施

（津川小学校） 

Ａ 

《成果》  

津川小学校で合唱指導の特別授業では、教科書の楽

曲の作詞・作曲家から指導を受け、児童の歌声が変わ

っていくことを児童・教職員共に体感した。プロの指

導に感化され、一層意欲的に全校を挙げて取り組むよ

うになった。  

《課題》  

学校の希望と多忙な指導者との日程等の調整が難

しい。 

 

 

 

 

 

 

（２）基本的生活習慣の育成  

  

 

 

 

事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

基本的な生活習慣

の育成に向けた取

組 

【学校教育課】 

「早寝早起き朝ごはん」県民運動

の取組について情報発信を行い、

学校、家庭、地域等で連携して展

開し、子どもの生活リズム向上を

めざす。  

Ｂ  

Ⅰ－１－(1) P15 

「基本的な生活習慣の育成に向けた取組」へ記載あり  

 

 

○施策の方向 

・子どもの基本的な生活習慣の改善を図ります。 
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（３）道徳教育の充実  

 

 

 

 

事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

全校的な 指導体制

の充実と家庭・地域

等との連 携体制の

強化をす るなどし

て徳育を 推進する

方策の検討 

【学校教育課】  

道徳教育推進教師を中心と

した全校的な指導体制の充実

を図る。教員研修を充実し、道

徳の地域教材の開発・活用促進

のため、先行事例の成果の周知

や教員の教材開発力を高める

研修会を開催する。  

また、家庭・地域等との連携

体制の強化を図り、地域人材を

活用した取組を推進するとと

もに、地域ぐるみで子どもの規

範意識を高め、いじめや不登校

等の未然防止を図る。  

Ｃ  

《成果》  

 計画訪問など、公開授業や研究授業で道徳の時間に関

する内容が必ず盛り込まれるようになった。  

《課題》  

地域の偉人に学ぶ教材開発に取り組むなど、各校の創

意工夫がほしい。道徳の時間の充実など、基本的な枠組

みの確認と工夫を行うことが必要である。  

体験活動 等 と関連

させた道 徳教育の

充実 

【学校教育課】  

体験活動を道徳的実践の場

と位置づけ、体験活動の一層の

充実を図るとともに、体験活動

と道徳の時間とを関連づけた

指導を進める。  

Ｂ  

《成果》  

 外部人材の活用を積極的に行い、道徳教育の視点をも

った体験活動を行うことができた。  

《課題》  

外部人材の情報など、効果的な取組の共有を図りた

い。  

○施策の方向 

・就学前から高等学校段階までの発達段階に応じた心の教育の充実を図り、思いやりや命を大切にする心など、豊

かな心を育成します。 
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（４）健康教育の推進  

 

 

 

 

 

 

 

事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

食に関する指導の

推進 

【学校教育課】 

 栄養教諭並びに学校栄養職員

と担任との連携により食に関す

る教育の充実を図る。  

・研究会の開催  

食に関する指導研究≪川上小学

校≫  

Ｂ 

《成果》  

栄養教諭・学校栄養職員をゲストティーチャーとし

て迎え、子どもたちに効果的な指導を行い、市内の

校・園に成果を広めることができた。  

《課題》  

充実した取組を継続するためには、栄養教諭、学校

栄養職員の兼務校数の見直しによる負担軽減が必要

である。 

「高梁味めぐり」「子

どもたちが考えた共

通献立」など食に関

心をもつ契機となる

取組の充実 

【学校教育課・各学

校給食センター】 

学校栄養職員と連携し、高梁味

めぐりや子どもたちからの提案

給食を実施し、食への関心を高め

る取組を実施する。  

 

Ｂ 

《成果》  

栄養教諭等による、食に関する指導を進めた。 

「わたしたちが考えた給食献立」などの取組によ

り、地元で生産される農産物を使った献立を考えるな

ど経験をさせながら指導を行うことにより、子どもた

ちが一層食に関心をもつことができた。 

また、季節の行事食や郷土食の献立の際には、給食

を生きた教材として活用している。 

《課題》 

子どもたちが、主体的に取り組むことのできる事業

であり、今後も継続実施することが大切である。 

地産地消の推進 

【各学校給食セン

ター】 

学校給食センターと生産者を

結ぶ、コーディネーターとしての

産直市場との連携について検討

し、地産地消率の向上をめざす。 

Ａ 

《成果》 

生産者団体等関係機関と連携し、地元産の農産物を

はじめとする県産農産物を積極的に活用した学校給

食を提供することができた。 

品目数での割合は、約５５.４％(県目標値：４７％､

前年対比△２．７％) 

《課題》 

産直市場等との連携を行い､農産物やその加工品に

ついての情報を収集する｡ 

幼稚園への学校給

食の試行  

【学校教育課】拡充  

幼児期からの食育を推進し、小

学校生活へのスムーズな移行を

目的として、全幼稚園で学校給食

を行うための試行を実施する。  

・平成２４年度に実施した津川、

巨瀬、中井、松原、福地の５幼稚

園において、順次施設改修や備品

整備を行う。  

Ｂ  

《成果》  

 同じ物を一緒に食べることによる指導の効果があ

る。また、栄養のバランスを考えた内容など、保護者

の反応も良い。  

《課題》  

学校給食の実施を市内全園で実施する。 

○施策の方向 

・伝統的な食文化や地域の産物を生かした学校給食の充実を図るとともに、学校給食や家庭の食事を通して、児

童生徒が正しい食事の摂り方や望ましい食習慣を身につけられるよう、食育の推進に取り組みます。 

・様々な健康課題に対応するため、学校保健指導、学校保健管理の充実を図るとともに、学校と家庭、関係機関

が連携・協力して、組織的、計画的に健康教育の充実を図ります。 
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事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

学校保健委員会の

充実  

【学校教育課】  

学校保健委員会を開催して、家

庭や地域・関係機関等との連携を

強化し、子どもの様々な健康課題

の解決に取り組む。  

Ｂ  

《成果》  

ＰＴＡの専門部会等と連携し、取組を推進した。  

《課題》  

保護者との一層の連携を進め、子どもたちによりよ

い生活習慣を身に付ける必要がある。  

薬物乱用防止教育

等、今日的健康課題

への指導の充実 

【学校教育課】 

薬物の恐ろしさを正しく理解

し、薬物に関する正しい知識を身

につける、中学校・高等学校での

薬物乱用防止教室を開催する。

（年１回以上）  

Ｂ  

《成果》  

全中・高等学校で年１回、小学校においても９校が

実施し、専門的な知識を有する外部講師を活用するこ

とで効果的な指導ができた。  

《課題》  

今後は、小学校での実施校を増やす。 

 



 - 27 - 

（５）学校体育と運動部活動の充実  

 

 

 

 

事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

新体力テストの全校

実施等、各校での体力

づくりの推進 

【学校教育課】 

新体力テストの実施を進

めるとともに、その結果を分

析し、児童生徒の実態の把握

や学校や地域の特性を考慮

しながら、運動の楽しさや喜

びを感じ体力の向上を図る

授業の工夫改善、休み時間に

おける外遊び等の奨励や、家

庭や地域と連携した体力の

向上対策に取り組む。  

Ｂ 

《成果》  

各校や市内の新体力テストの状況をまとめ、課題の克

服に努めた。体育の授業以外でも水泳記録会や持久走大

会、球技大会の実施などにより、体力づくりを推進した。 

《課題》  

体力低下は変わらない現状であるので、取組を継続し

ていくことが必要である。 

地域スポーツ人材の

活用【学校教育課】 

学校体育への地域スポー

ツ人材（外部指導者）を派遣

し、学校体育の活性化を図

る。  

Ｂ 

《成果》  

県の事業を活用し、中学校の部活動に地域の外部指導

者を派遣し、適切な指導を行うことができた。  

《課題》  

県の決定時期が遅い。 

スポーツエキスパー

ト事業の推進 

【学校教育課】 

部活動指導の充実のため

に中学校２校へスポーツエ

キスパート（外部指導者）を

派遣する。  

 

Ｂ 

《成果》  

２中学校の部活動に地域の外部指導者を派遣し、意欲

や技術の向上を図ることができた。  

《課題》  

外部指導者の派遣開始時期を早め、指導の一層の充実

を図る。 

行事参加補助金及び

負担金の予算化 

【学校教育課】 

運動部の公式試合や文化

部の大会出場等への交通経

費補助を行う。  
Ｂ 

《成果》  

生徒の体育・文化関係事業参加に関わる補助金とし

て、１人あたり 2,800 円を予算化し、高梁市中学校長会

へ交付し、保護者の経済的負担を軽減した。  

《課題》  

保護者負担の面から、現状維持することが望ましい。 

○施策の方向 

・体育・保健体育の学習の充実を図るとともに、体力・運動能力の向上と健康の増進を図ります。 

・運動部活動の活性化を推進するとともに、指導者の指導力の向上と外部指導者の効果的な活用を図ります。 
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３  今日的な課題に対応した教育を推進します 

 （１）特別支援教育の推進  

  

 

 

 

(※9)個別の支援計画…障害のある子ども一人ひとりのニーズに応じた指導目標や内容、方法等を示して支援を進めるために作成

する支援計画。  

(※10)特別支援教育コーディネーター…保護者や関係機関に対する学校の窓口として、また、学校内の関係者や福祉、医療等の関

係機関との連絡調整の役割を担う者。  

(※11)特別支援教育支援員…教育上特別な支援が必要な児童・生徒の日常生活の介助や学習活動のサポートを行う職員。  

事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

学校・園の支援体制

整備と他機関との

連携推進 

【学校教育課】 

特別支援教育体制の強化を

図る。  

・相談員による定期的な巡回相

談の実施  

・特別支援教育コーディネータ

ー (※10)の育成研修会の実施  

・保健所・子ども課・健康づく

り課等との情報交換会の実施  

・特別支援学校の巡回相談の活

用  

Ｂ 

《成果》  

・専門の知識を有する相談員の定期的な巡回相談によ

り、支援体制を構築できた。  

・特別支援教育コーディネーターの育成研修会を実施

し、資質向上を図った。  

・すべての幼稚園・保育園で情報交換会を計画的に実施

することができた継続的に巡回相談を活用することで

子どもの状況を把握することができた。 

・継続的に巡回相談を活用することで子どもの状況を把

握することができた。  

《課題》  

学校との連携、関係機関との連携を継続していく必要

がある。福祉課との連携も考える必要がある。 

特別支援教育支援

員 (※11)配置事業  

【学校教育課】拡充  

 特別な支援が必要な幼児・児

童・生徒に適切な学習活動の支

援や自立に向けた指導の充実

をめざす。  

・特別支援教育支援員の適切な

配置（２２名）及び勤務時間の

延長  

・特別支援教育支援員の資質向

上をめざした研修会の開催  

Ｂ 

《成果》  

・支援が必要な子どもが在籍する幼・小・中に 22 人の

支援員を配置した。学校園の実態に合わせて。勤務時間

の延長を行った。  

・研修会を開催し、障害の理解と対応について研修し、

資質の向上をめざした。  

《課題》  

個別のケースについての研修が必要である。 

○施策の方向 

・校内体制を整え、「個別の教育支援計画」 (※９ )に基づき一人一人に応じた適切な指導を充実させます。 
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（２）いじめ・不登校問題等への対応  

 

 

 

 

 

 

事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

「学校問題解決支

援チーム」の結成と

有効活用 

【学校教育課】 

スクールソーシャルワーカ

ー (※12)・スクールカウンセラ

ー (※13)・家庭環境改善サポー

ターの活用  
Ｂ  

《成果》  

専門的な見地から適切な支援を受けることができ、課

題の解決への一助となった。  

《課題》  

発達上の課題や福祉に関わる課題など、困難で深刻な

問題が多い。  

教育相談体制の充

実 

【学校教育課】 

 

①専門家に相談できる機会の

充実  

Ｂ  

《成果》  

ふれあい促進事業や特別支援教育推進事業の活用を

各学校園に勧めた。また、スクールカウンセラーの配置

を小学校にも拡大した。  

《課題》  

 専門家との窓口となる校内担当者の位置付けや役割

を明確にする。  

②学校内外の相談体制の整備  

Ｂ  

《成果》  

教育相談週間の取組や各種相談事業の実施により対

応した。  

《課題》  

 各種相談事業の特長を整理し、分かりやすい状況にす

る。  

③定期的な児童生徒へのアン

ケート調査等による未然防止

や早期発見・対応  

Ｂ  

《成果》  

 ハイパーＱＵ (※14)の活用など、各校で工夫した取組

が行われた。また、教職員の意識を高めることにもつな

がった。  

《課題》  

 普段の様子から予防的に情報を把握し、素早く対応す

ることが必要。  

適応指導教室にお

ける児童生徒への

支援と相談活動 

【学校教育課】 

 

①個に応じた補充学習、体験活

動の計画と推進  

Ｂ  

《成果》  

個々の児童生徒の学習内容の定着状況により、教材を

工夫した。野外での体験活動等にも取り組んだ。また、

在学中の学校復帰にはつながらなくても、卒業後に学校

復帰できている例が多い。  

《課題》  

 遠距離になる児童生徒の交通手段が通室等の課題に

なっている。  

○施策の方向 

・学校と家庭・地域が生徒指導における連携・協力を強化し、地域ぐるみで子どもの規範意識を高め、いじめや不

登校への対応に取り組む体制を推進するとともに生徒指導の機能を生かし、未然防止を図ります。 
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(※12)スクールソーシャルワーカー…学校を拠点に、不登校や家庭内暴力など子どもが抱える問題に対し、主に福祉的な視点から

解決を図る人。学校と家庭、地域の橋渡しをし、行政や病院など外部機関同士のつなぎ役を果たすこともある。  

(※13)スクールカウンセラー…心理学知識や心理援助知識などの高度な専門的知識を有し、不登校や、校内・学内での種々の問題

行動などに対応する心理職の専門家。  

(※14) ハイパーＱＵ…児童生徒の学校生活における満足度と意欲、さらに学級集団の状態や対人関係を築く際に必要なソーシャ

ルスキルを調べることができる質問紙。不登校やいじめの防止、あたたかな人間関係づくりに生かすことのできる教育・心

理検査の一つ。  

(※15) 家庭環境改善サポーター…いじめや不登校など、生徒指導上の課題を抱える子どもたちの身近な話し相手、授業中の構内

巡回指導など生徒指導のサポートをする職員。  

 

 

事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

 ②他機関との連携による相

談活動の充実  

Ｂ  

《成果》  

 ケース会議の実施など、県総合教育センターや医療機

関など在籍児童生徒の通う他機関との連携を図った。  

《課題》  

 ケース会議の実施を学校に提案するなど、関係者の情

報交換、情報共有の機会を増やす。  

問題を抱える子ども

等の自立支援事業の

推進 

【学校教育課】 

学校不適応の児童生徒に、

体験活動や学習サポートの

場を提供することにより、学

校復帰に向けた支援を行う。

また、該当児童生徒の保護者

からの相談にも応じ、学校不

適応児童生徒の学校復帰や

社会的自立に向けての支援

の充実を図る。  

Ｂ  

《成果》  

家庭訪問や相談電話及び来室による相談等により、多

くの事例に対応した。  

《課題》  

学校からの紹介が、状況が悪化してからのものがあ

り、早期の情報交換、相談につなげたい。  

学校ふれあい促進事

業の推進 

【学校教育課】 

不登校等の諸問題の解決

を図るため、教育相談体制を

充実し、学校・保護者・幼児・

児童・生徒に対し、臨床心理

士等の専門家からコンサル

テーションを受ける機会を

提供し、問題の解決にあた

る。  

Ｂ  

《成果》  

 大学等との連携により、専門家の支援を学校園に行う

ことができた。また、派遣の要望には全て対応でき、内

容も充実した。  

《課題》  

要望する学校に偏りがあるため、研修での活用なども

周知する必要がある。  

家庭環境改善サポー

ト事業の推進  

【学校教育課】 

いじめや不登校等の問題

行動に積極的に関わること

のできる相談員を配置し、児

童生徒の心の安定を図り、問

題行動の未然防止や解決を

めざす。  

・家庭環境改善サポーター

(※15)と適応指導教室との連

携の推進  

Ａ  

《成果》  

児童生徒の状況に合わせて動くことのできる相談員

の存在が、学校の役に立っている。  

《課題》  

県からの補助事業であり、年度末から年度当初にかけ

て活動できない。  

http://kotobank.jp/word/%E5%AD%A6%E6%A0%A1
http://kotobank.jp/word/%E6%8B%A0%E7%82%B9
http://kotobank.jp/word/%E5%AE%B6%E5%BA%AD
http://kotobank.jp/word/%E5%95%8F%E9%A1%8C
http://kotobank.jp/word/%E7%A6%8F%E7%A5%89
http://kotobank.jp/word/%E8%A6%96%E7%82%B9
http://kotobank.jp/word/%E8%A7%A3%E6%B1%BA
http://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E5%9F%9F
http://kotobank.jp/word/%E6%A9%8B%E6%B8%A1%E3%81%97
http://kotobank.jp/word/%E5%A4%96%E9%83%A8
http://kotobank.jp/word/%E5%A4%96%E9%83%A8
http://kotobank.jp/word/%E5%90%8C%E5%A3%AB
http://kotobank.jp/word/%E3%81%A4%E3%81%AA%E3%81%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%83%E7%90%86%E5%AD%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%83%E7%90%86
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E7%99%BB%E6%A0%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%8F%E9%A1%8C%E8%A1%8C%E5%8B%95
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%8F%E9%A1%8C%E8%A1%8C%E5%8B%95
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%83%E7%90%86%E8%81%B7
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（３）教育体制の整備  

   

 

 

 

 

 

 

事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

小規模校再編事業 

【学校教育課】 

地域住民合意の形成への

取組  

今後の幼児・児童・生徒数

の推移を踏まえながら子供た

ちが自己の可能性を最大限に

発揮できるよう、統廃合を含

めた適切な学校配置を進め

る。  

Ｂ  

《成果》  

小規模校では、保護者や住民の意見を聞く懇談会を実

施した。  

《課題》  

今後児童生徒数が減少される見込みの学校園につい

て、地域住民の統廃合への理解が必要である。また、小

中一貫教育が可能かどうかも探る。  

幼稚園と保育園の

連携強化と就学前

教育のあり方の検

討 

【学校教育課】 

幼保一体化に向けた研究

協議を行う。  

 

Ｃ  

《成果》  

 平成 25 年度からの合同活動（有漢幼保、川上幼保）及

び平成 27 年度からの幼保一体化に向けての実施計画を

進めた。  

《課題》  

 教育課程、職員の勤務態勢など、具体的に詰めていか

なければならない今後の課題が多い。  

高梁市立学校給食

センター運営推進

協議会及び高梁市

学校給食献立検討

委員会の設置【学校

教育課・各学校給食

センター】新規  

①高梁市立学校給食センター

運営推進協議会を設置し、学

校給食及び学校給食センター

の運営を適正かつ円滑に行

う。また各学校給食センター

間の調整を図る。  

Ｂ 

《成果》  

高梁市立学校給食センター運営委員会代表者会での協

議内容を踏まえ、高梁市立学校給食センター運営委員会

連絡協議会設置要綱等の整備を行った。  

《課題》  

 平成２６年度以降、学校給食及び学校給食センターの

運営を適正かつ円滑に行うため、またサービスの平準化

や連携強化を図るためにも、早急に組織を立ち上げる必

要がある。  

②高梁市学校給食献立検討委

員会を設置し、給食献立を複

数の者で計画・立案した市内

統一献立を提供する。  
Ｂ 

《成果》  

高梁市学校給食献立検討委員会を設置し、市内統一献

立の内容や実施時期について検討を行った。（３回開催） 

《課題》  

 市内統一献立の実施に併せ、地産地消を推進できるよ

う地元産品の積極的な活用を図る。。  

食に関する指導の

充実と地産地消の

推進 

【学校教育課・各学

校給食センター】 

栄養教諭・学校栄養職員に

よる食育の推進（授業実践）

を図る。  

 Ｂ 

《成果》  

研究指定校において栄養教諭・学校栄養職員と担任に

よる食育の授業を行い、食生活の改善への意識を向上す

ることができた。  

《課題》  

 学校を訪問し、栄養指導を行っているが、特に給食週

間中の希望が多く日程が調整しにくい場合がある  

○施策の方向 

・今後の幼児・児童・生徒数の推移を踏まえ、子どもたちの能力を最大限に伸ばすことができる学級・学校規模を

考慮し適切な学校配置を進めます。 

・学校給食において、食育の充実を図るとともに学校給食センターの再編と施設充実を図ります。 

・高梁市立高等学校がこれまで積み上げてきた実績や特長を生かしながら、より一層、生徒や保護者・地域の多様

なニーズに応えられるよう、その教育体制の充実を図ります。 

Ⅰ―３－（３） 
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事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

魅力ある市立高等

学校づくりの推進 

【学校教育課】 

高梁市立高等学校教育研究

協議会の提言に基づき、市立高

等学校の教育内容、体制を整備

し、魅力ある学校づくりの推進

を図る。 

Ｂ 

 

《成果》  

各校の独自の特色ある取組が進んだ。よりいっそう個

に配慮するため、非常勤講師の時数を増やした。  

《課題》  

校舎の老朽化や間借り校舎の話が進みにくい。  
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４  学校の施設・設備の充実を図ります 

 （１）学校施設の耐震化の推進 

  

 

 

事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

校舎・屋内運動場耐

震化事業  

【学校教育課】 

耐震性の劣る校舎・屋内運動

場の耐震補強工事を計画的に

実施する。  

・高梁南幼稚園園舎耐震補強工

事  

・成羽小学校屋内運動場耐震補

強工事  

・川上中学校耐震補強工事によ

る旧川上校地本移転に伴う改

修工事  

・備中中学校屋内運動場耐震補

強実施設計  

Ａ 

《成果》  

耐震性が劣る高梁南幼稚園の園舎、成羽小学校屋内運

動場の耐震補強工事を完了することができた。  

また、備中中学校屋内運動場の耐震補強実施設計も完

了し、さらに、川上中学校の耐震補強工事による川上校

地への本移転に伴う改修工事も完了することができた。 

《課題》  

市内学校園の校舎、園舎及び屋内運動場のうち、耐震

性が劣る施設の安全性を確保するため、耐震補強工事を

平成 27 年度までに完了する必要がある。また吊天井等

の非構造部材の耐震化を図る必要がある。  

 

 

 

（２）学校施設のバリアフリー化の推進  

  

 

 

事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

バリアフリー化、Ｕ

Ｄ化の事業 

【学校教育課】 

災害時避難所となる学校園

を中心にスロープの設置を行

い、誰もが安全に使用すること

ができる施設整備を行う。 

・スロープ設置事業（小学校 1

校で実施） 

Ｂ 

《成果》  

高梁小学校にスロープを設置することができた。  

《課題》  

今後も計画的な施設整備を引き続き行う必要がある。 

 

 

○施策の方向 

・子どもたちが安心して生活できる校舎や屋内運動場等の耐震補強工事を行います。 

 

○施策の方向 

・災害時には、避難所となる屋内運動場等のバリアフリー工事を行います。 

 

Ⅰ―４－（１）・（２） 
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（３）学校施設・設備の充実  

 

 

 

 

 

 

 

事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

学校の施 設整備事

業  

【学校教育課】 

トイレ環境を改善するため、

市内学校園の校舎(園舎)、屋内

運動場の児童・生徒用トイレに

ついて、各階毎に男女各１箇所

づつ順次洋式トイレに改修す

る。（H23～27 年度） 

平成 25 年度（幼稚園 3 園、

小学校 1 校で実施） 

Ａ 

《成果》  

計画的に順次洋式トイレに改修することができた。  

・小学校（成羽）  

・幼稚園（落合・福地・有漢）  

《課題》  

今後も計画的なトイレ改修を引き続き行う必要があ

る。  

安心安全 な施設整

備事業【 学校教育

課】  

門扉、フェンスの設置及び強

化ガラスへの改修 

平成 25 年度（幼稚園 3 園、小

学校 1 校、中学校 2 校で実施） 
Ａ 

《成果》  

フェンス設置及び強化ガラスを改修することで、児童

生徒の安全を確保することができた。  

・フェンス（川面小学校）  

・強化ガラス（宇治・中井・玉川幼稚園、川面小学校、

高梁北・有漢中学校）  

《課題》今後も計画的な施設改修を引き続き行う必要が

ある。  

学校園施 設整備工

事【学校教育課】  

小学校・中学校・高校・幼稚

園の要望箇所の施設整備を行

う 

Ｂ 

《成果》  

小学校・中学校・高校・幼稚園から要望に基づいて整

備を行っているが、特に、児童生徒の安全に関わるとこ

ろを優先して施設整備を行った。  

《課題》  

全体的に施設が老朽化しており学校からの施設整備

の要望が多いため、今後も計画的な施設整備を行う必要

がある。  

ＩＣＴ整 備事業の

推進 

【学校教育課】 

教育用パソコンを更新する。

（H25～26 年度）平成 25 年度 

81 台 

Ａ 

《成果》  

教育用パソコンを更新したことにより、安心安全で円

滑に情報教育を行える環境整備ができた。  

・教員用（高梁中学校 26 台）  

・パソコン教室（成羽・川上小学校、川上中学校 88

台）  

《課題》  

今後は勤務形態の多様化に対応するため支援員・図書

館司書等へ整備していくとともに、情報化社会に対応し

た機器への更新を行う必要がある。  

○施策の方向 

・老朽化や改修が必要な施設・設備の整備を進めます。 

・子どもたちが安心して学び、安全に生活する施設環境の整備を行います。 

・子どもたちの健康維持に配慮した施設の整備を進めます。 

・ＩＣＴ機器の充実と教育情報システムの整備を積極的に推進し、情報教育の充実を図ります。 

・老朽化や改修が必要な施設・設備の整備を進めます。 

・ＩＣＴ機器の充実と教育情報システムの整備を積極的に推進し、情報教育の充実を図ります。 

・園庭の一部芝生化を整備します。 
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事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

エレベー ター安全

対策事業  

【学校教育課】新規  

エレベーター安全対策工事

を行う 

Ａ 

《成果》  

建築基準法施行令の一部改正（平成 21 年）において

設置が義務付けられた戸開走行保護装置などの安全対

策を行った。（巨瀬小学校）  

《課題》 

今後も計画的な安全対策整備を引き続き行う必要が

ある。 

学校給食 センター

設備整備事業  

【各学校 給食セン

ター】  

幼稚園での給食実施を行う

ための設備等整備を行う 

Ａ 

《成果》  

計画的に順次給食搬入路の設置ができた。  

・幼稚園（高梁南・津川・巨瀬・中井）  

《課題》 

今後も順次、安全な給食搬入路の設置を行う必要があ

る。  

老朽化した厨房設備機器等

の計画的な更新を行う 

Ａ 

《成果》  

計画的に機器の更新ができた。  

《課題》 

更新を早期に行う必要のある機器があり、毎年度更新

計画を見直す必要がある。  
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Ⅰ 学識経験者の意見  

○全国学力・学習状況調査の結果は、大きく向上し、成果を上げることができている。今後は、反復学習、理解度の確

認等を行いながら、確実な基礎学力の定着を図るための取組を展開させてほしい。学力の向上に向けてのよい流れが

できてきており、指導者、児童生徒の自信につながっている。相乗効果に期待する。  

 

○学力向上については、各学校単位で様々な取り組みがなされて、学力・学習状況調査で大きな向上につながった。教

育委員会と学校の連携が生かされて、指導方法の充実が図られた結果であると評価する。  

 

○幼・小・中の連携をより強化することで、学習環境の充実が図られることを期待する。  

 

○教員の指導力向上の取組について、研究発表等を通じて研究成果を広めるため様々な方法や取組がなされている。特

に幼稚園では助教諭が多く、主任教諭も若年齢層となっている現状で、熱心に指導に当たっている。更なる指導力向

上のために、研修会への参加が円滑に行えるよう工夫をお願いする。  

 

○健康教育推進については、幼稚園の学校給食試行に当たり、保護者からも推奨する声を聞いている。全幼稚園の実施

への拡充を期待する。  

 

○特別支援教育の推進について、各機関の計画的な情報交換、支援員の増員により、多くの保護者から「成果が現れて

いる。」と評価されており、継続して支援を進めてほしい。  

 

○いじめや不登校問題への対処という消極的な対応ではなく、生徒指導のもつ本来の目的及び三機能（自己存在感を与

える、共感的な人間関係を育成する、自己決定の場を与える）を生かして、人格の発達を促すことで、いじめや不登

校の未然防止に努めてほしい。  

 

○不登校等学校問題への対応は、発達上の課題もあり、困難で深刻な問題も多いが、専門的な支援チームの充実を図り、

未然防止に努めてほしい。  
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Ⅱ 「学校・家庭・地域が連携し、社会全体で子どもの教育に取り組みます」  

１  家庭・地域の教育力を高めます 

 （１）地域ぐるみで子どもを育てる体制の構築  

 

 

 

 

事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

たかはし子ども応

援事業「学校支援

地 域 本 部 事 業 ( ※

16)」の推進  

【社会教育課】  

拡充  

 

 公民館を拠点に地域コーディ

ネーターを配し、学校の要望や地

域との調整を行いながら、地域住

民による学校支援ボランティア

の輪を広げ、学校支援活動を行

う。 

【取組地域】 

・巨瀬地域（巨瀬小学校区） 

H20 年度～ 

・落合地域（落合小学校区・福地

小学校区）    H22 年度～ 

・川上地域（川上小学校区） 

H23 年度～ 

・川面地域（川面小学校区） 

H23 年度～ 

・津川地域（津川小学校区） 

H24 年度～ 

・中井地域（中井小学校区） 

H24 年度～ 

・松原地域（松原小学校区） 

H24 年度～ 

・新規４地域（４小学校区） 

H25 年度～  

Ａ  

《成果》  

 高梁・玉川・宇治・成羽の４小学校区で新規に実

施し、継続の８小学校区（津川・川面・巨瀬・中井・

松原・落合・福地・川上）とあわせて１２小学校区

で実施した。  

 学校や地域の実情にあわせ、地域ボランティアの

参加を得て、学習活動・環境整備・交通指導等の学

校支援を実施した。  

《課題》  

 平成２６年度中に市内全ての小学校への拡充を図

る。  

 

(※16) 学校支援地域本部事業…学校と地域のつなぎ役として地域コーディネーターを配置し、学校の環境整備や授業アシスタン

トなどに地域住民ボランティアが参加・活動する事業。高梁市では、学校と地域社会の連帯性から公民館活動として位置

付け、平成２０年度の巨瀬小学校区から事業に取り組んでいる。  

 

○施策の方向  

・各公民館の人的ネットワークを活用したボランティアによる学校の側面的支援を推進します。  

 

Ⅱ―１－（１） 



 - 38 - 

（２）地域ぐるみの学校安全体制の推進  

 

 

 

 

事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

地域ぐるみの学校安

全体制の推進  

【学校教育課】 

 学校で安全安心に教育が受

けられるよう、学校や通学路に

おける安全確保を図る。また、

防犯教室・訓練等を通じて子ど

もたちの危機管理能力を高め

る。 

・警察のスクールサポーターに

よる指導 

・地域ボランティアとの連携 

Ｂ  

《成果》  

・各校で通学路の点検が行われた。実情に合わせて

地域や保護者と共に点検した学校もあった。  

・自転車の左側通行について、学校を挙げて確認と

指導を行った。  

《課題》  

道幅が狭い、地権者との対応、範囲が広く財政的

な面などの課題があり対策ができていない箇所があ

る。  

実践的な安全教育の

充実【学校教育課】  

子ども自身に危険を予測し、

危険を回避する能力を養成す

るよう実践的な安全教育を推

進する。 

・避難訓練、登下校指導・不審

者対応研修の充実 

・危機管理マニュアルの作成と

活用 

Ｂ  

《成果》  

警察のスクールサポーター等により実践的な研修

がおこなわれ効果的であった。  

《課題》  

 緊急地震速報を活用した避難訓練を充実させる必

要がある。  

「 通 学 路 安 全 マ ッ

プ」の作成【学校教

育課】  

 子ども自ら実感を持って危

険箇所を認識することができ

る｢安全マップ｣の作成と見直

しを行う。 
Ｃ  

《成果》  

安全マップの作成率は 100％であるが、毎年の見

直しは実施できていない学校もある。  

《課題》  

見直しが必要である。子どもたちの安全のために、

さらに充実した取組が必要である。  

 

 

 

○施策の方向  

・子どもたちが安全に安心して教育が受けられるよう、学校や通学路における安全確保を図ります。  

 

Ⅱ―１－（２） 
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（３）就学前教育の推進  

 

 

 

 

 

事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

保・幼・小の連携の

推進  

【学校教育課】  

保・幼・小学校の連携を通

じて、地域の子育て機能の強

化を図る。  

 

Ｂ  

《成果》  

地域の実態に合わせてなめらかに小学校につなげる

ことができるよう、幼児の交流や行事を一緒にするこ

とで保育園・幼稚園の連携を図った。  

特に、有漢幼・保と川上幼・保ではそれぞれ認定こ

ども園化に向けて合同活動が進んだ。  

《課題》  

 幼保の職員間には考え方や勤務体系など、違いも大

きい。  

○施策の方向  

・地域の実態等にあわせて、保育園、幼稚園の連携を図り、市民のニーズや地域の特性に応じた就学前教育のあ

り方を検討します。  

 

Ⅱ―１－（３） 
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（４）家庭教育に関する学習機会・情報の提供の充実  

 

 

 

 

事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

子 育 て 応援 講 座 や

乳 幼 児 学級 等 の 実

施  

【社会教育課】 

①健康、食、家庭教育など子育

てに関する様々な知識を深め

る講座や親子で楽しく成長し

ていくための講座を実施する。 

・ママのためのピラティス教室 

（9･10･11 月各 1 回予定） 

・親子ふれあい健康教室 

（9･10･11 月各 1 回予定）  

 

Ｂ  

《成果》 

 子育てで日ごろ疲れた体と心をリセットするとと

もに、体のバランスを整えるママのためのピラティ

ス教室（３回 42 名参加）を開催した。 

また、親子でスキンシップしながら体を動かす親

子ふれあい健康教室（３回 60 名参加）を開催した。 

《課題》 

 参加者にはリピーターが多く、参加者の地域にも

偏りがあるため、今後は、新規の受講生が集まるよ

う広報にも工夫が必要である。 

②乳幼児期教育の充実を図る

ため、保護者等が参加する様々

な機会を活用した乳幼児教育

に関する学習機会を提供する。 

絵本の読み聞かせ、わらべ歌・

三世代交流等  

（月 1 回、年間 12 回開催予定） 

Ｂ  

《成果》  

乳幼児学級においてわらべ歌や読み聞かせの教室

を開催した。家庭だけではできない新たな体験を通じ

て保護者同士、子ども同士の交流を提供することがで

きた。  

《課題》  

参加人数の減少、会員の固定化と会員主導実施に

よる負担等から行事内容が定例化してきているた

め、他の乳幼児関連事業との連携を図り、効果的で

効率のよい実施が必要である。 

○施策の方向  

・子どもの年代に応じた家庭教育や子育てに悩む保護者の支援を推進します。  

 

Ⅱ―１－（４） 
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（５）学校・家庭・地域の連携のためのネットワークづくり  

 

 

 

 

 

事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

子どもと親の学習フ

ェスタの開催  

【社会教育課】 

親子での学びの場として、

子育て講演会や、子育て支援

団体と連携した遊び・工作体

験や読み聞かせを計画し実施

する。 

（8 月頃を中心に開催予定） 
Ｂ  

《成果》  

 ８月３日（土）市ＰＴＡ連合会教育講演会との共

催事業として「遊ぼう学ぼう！子どもと親の学習フ

ェスタ」を開催し、親の学び講演会、市内ボランテ

ィアグループによる体験学習・読書啓発コーナーな

ど学習機会の提供に努めた。  

《課題》  

 講演や体験学習などの内容の充実に努め、子ども

から保護者・地域住民まで幅広い学習機会の提供に

努める。  

○施策の方向  

・ＰＴＡをはじめ読書ボランティア等子育てに関わる者が一堂に会し、研修を深め、ネットワークの構築を図

ります。  

 

Ⅱ―１－（５） 
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２ 学校・家庭・地域が連携した教育を進めます 

（１）規範意識や豊かな感性等を身につける学習活動  

 

 

 

 

事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

広がる子どもの夢事

業  

【社会教育課】 

子どもたちの可能性や夢を広

げるため、プロスポーツの観戦・

体験や普段では味わえない、職業

体験・見学など本物に触れる機会

を提供する。 

・夢の職業体験 

・子ども歴史文化講座 

・プロスポーツ施設見学 

Ａ  

《成果》  

体験・見学を通じて、子どもに将来の夢（可能

性）を広げる学習機会を提供した。 

【夢の職業体験】 

・岡山空港職業体験（8/29 45 名） 

・空港関連展示 

（飛行機絵画ｺﾝｸｰﾙ 3/1～3/13 510 名） 

・パティシエ体験[山陽高校]（11/9  38 名） 

【子ども歴史文化講座】 

・有漢の古墳（11/30 47 名） 

・吹屋のまち体験（3/15 6 名） 

【天体観測ツアー】 

・高梁高校（7/12 51 名、7/23 33 名） 

・国立青少年自然の家（1/25 67 名） 

【ﾌﾟﾛｽﾎﾟｰﾂ施設見学】 

・ﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑ見学 （8/4 23 名） 

《課題》  

 参加の少ない事業内容の見直しを行う。 

たかはし子ども応援

事業「放課後子ども

教室推進事業」  

【社会教育課】  

地域で安心安全な子どもの居

場所を設け、地域の方々の参加を

得て、勉強や文化体験等の活動を

通じて、子どもたちが心豊かで健

やかに育まれる環境づくりを推

進する。 

・うかん風の子放課後子ども教室

（継続）：年間 20 日でスポーツ・

文化体験他を実施 

・なりわ子ども教室（継続）：年

間 30 日で学習やスポーツ活動他

を実施 

・かわかみ放課後子ども教室（継

続）：年間 15 日で学習や工作、昔

遊びなどを実施 

・びっちゅう放課後子ども教室

（継続）：年間 10 日で自然体験や

スポーツ体験を実施 

 

 

Ｂ  

《成果》  

 ４教室でそれぞれ放課後や長期休業中の体験活

動や学習支援を行った。 

・うかん風の子放課後子ども教室 

 （20 日実施、延べ 440 名） 

・なりわ子ども教室（27 日実施、延べ 339 名） 

・かわかみ放課後子ども教室 

 （15 日実施、延べ 204 名） 

・びっちゅう放課後子ども教室 

 （8 日実施、延べ 146 名）  

《課題》  

放課後の学習支援や体験活動の場であり、地域

住民ボランティアとのかかわりの中で発見や経験

を得る場として充実させ、学童保育との連携を深

めながら参加者を増やす。 

 

○施策の方向  

・様々な体験活動を通じて豊かな人間性、社会性、規範意識を育む事業を推進します。  

 

Ⅱ―２－（１） 
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少年団体の活動支援

事業  

【社会教育課】  

高梁市に本拠地がある少年団

及び FOS 少年団など、青少年育

成団体の活動支援を行う。  

・少年団活動助成（3 団体）  

・少年団と福祉団体等との交流活

動助成（1 団体）  

Ｂ 

《成果》  

高梁市に本拠地のある少年団（３団体）に対し

活動の助成を行った。  

《課題》  

 活動支援している少年団の団員確保が難しくな

ってきており、少年団自体の存続が困難となって

いる。  
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（２）地域の人材の活用  

 

 

 

 

事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

学校支援地域本部事

業や公民館講座、食

に関する講座などに

おける地域人材の活

用  

【社会教育課】 

 多くの市民がさまざまな分

野で活躍し、その学習成果が地

域に還元されるように、地域人

材を活用して行く。  

・地域伝統料理教室  

・お飾り作り教室  

・学校支援地域本部事業（読み

聞かせ・祗園踊り教室・家庭科

指導など） 

Ｂ 

《成果》  

 学校支援地域本部事業を市内１２小学校区で実施

し、生涯学習の成果を生かし、地域ボランティアに

よる学習支援や学校運営支援など行った。また、公

民館を拠点とし伝統料理教室（14 公民館 285 名参

加）など地域人材を活用した講座等を実施した。  

《課題》  

 高齢のボランティアが多いため、後継者の育成が

必要。 

 

 

 

 

 

 

（３）世代間交流による学習機会の提供  

 

 

 

 

事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

公民館活動での取組  

【社会教育課】 

・三世代グランドゴルフ大会・

もちつき・とんど焼きの実施。 

・乳幼児学級と高齢者学級との

交流会の実施。 
Ｂ  

《成果》  

地域の子どもたちと高齢者とが触れ合いながら学

ぶ場として、公民館を拠点に三世代交流グラウンド

ゴルフ大会など各世代間の交流事業を実施し、異世

代の交流を促進した。  

《課題》  

 地域の少子高齢化が進み、公民館活動についても

困難となっている。  

 

○施策の方向  

・学習成果を地域社会で共有化するため、「学びの輪」「学びの循環」をつくり、地域の教育力向上に取り組みま

す。  

 

○施策の方向  

・異年齢の子ども同士や大人との関わりの中で生まれてくる倫理観や社会性を身に付けることに取り組みます。 

 

Ⅱ―２－（２）・（３） 
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（４）学校・家庭・地域が連携した読書活動の推進  

 

 

 

 

事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

図書読み聞かせ推進

事業  

【高梁中央図書館】 

幼稚園等で子どもへの読み聞

かせの実施やそのボランティア

を養成し、子どもたちの読書活動

の推進を図る。  

・読み聞かせボランティア研修会  

Ｂ  

《成果》  

本と接する機会を提供し、子どもたちの読書活

動を推進するため、ボランティア６団体による読

み聞かせを実施した。  

・実施場所：幼稚園１０園他  

・実施回数：２２回  

・参加園児等数（延べ人数）：６９９名  

また、研修会を開催し、図書読み聞かせボラン

ティアのスキルアップとボランティア相互の交流

を図った。  

《課題》  

ボランティアの育成、充実のための支援と、保

育園・幼稚園及び学校等で継続的に読み聞かせを

行ってもらうよう、更なる事業推進が必要である。 

 

○施策の方向  

・学校等でボランティアによる読み聞かせを実施するとともに、ボランティアのスキルアップを図るため研修会

を開催します。  

 

Ⅱ―２－（４） 
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３ ふるさと高梁に学ぶ教育を進めます 

（１）郷土への愛着と誇りを育む教育の推進  

 

 

 

 

 

 

事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

特色ある学校づくり

事業の推進  

【学校教育課】 

 地域の人材・資源を活用した

特 色 あ る 学 校 づ く り を 意 図

的・計画的に推進することによ

り、ふるさとを愛し、心豊かな

子どもを育成する。（1 校園あた

り 150 千円）  

・地域の人材・資源を活用した

学習  

・総合的な学習の時間における

発達段階に応じた地域学習、伝

統・文化・歴史の学習  

Ｂ  

《成果》  

学校支援地域本部事業や老人クラブ、読み聞かせボ

ランティアなど外部人材の活用に予算が生かされ、積

極的に取組が行われている。  

《課題》  

各校園に一律 150 千円の予算分配を行っているが、

学校規模や取り組む内容によって、傾斜分配をかける

ことも課題となっている。  

郷土の偉人 山田方

谷を学ぶ  

【学校教育課】新規  

 市内各小中学校で、郷土の偉

人である「山田方谷」について

精通した人々を講師に招聘し

たり、調べ学習を行ったりしな

がら、郷土への愛着と誇りを育

む教育を推進する。 

 また、ふるさとを学ぶ学習に

役立てるため、市内の子どもた

ちに「山田方谷」の治績や人物

をわかりやすく紹介した漫画

本を整備する。 

Ｂ  

《成果》  

市内各小学校に最多学級人数分の漫画本を整備し

た。紹介 DVD 配付、行政放送番組制作、カレンダー

作成などを通して取組を進めた。  

《課題》  

指導者である教職員の知識、理解を深めるととも

に、具体的な授業活用を例示する。  

高梁魅力再発見事業  

【社会教育課】  

 市内の児童が、郷土理解を深

めることを目的に、吉備国際大

学と連携して、夏休み期間中に

市内学習スポットを２日間で

巡る「高梁すきすき探検隊」を

開催する。 
Ｂ  

《成果》  

「高梁すきすき探検隊 2013」と題し、吉備国際大学

と連携し、学生ボランティアスタッフの協力で、市史

跡・観光スポットを２日間で巡った。 

見学・体験を通じ、児童にとっては高梁の良さを再

発見する機会となり、大学生にとっては高梁の新発見

や子どもとかかわりをもつ機会となった。 

《課題》  

 子どもたちに高梁市の良い所を理解し郷土への誇

りを持ってもらうよう、事業継続に努める。  

 

○施策の方向  

・学校での教科や総合的な学習の時間等において、高梁や各地域の自然や産業、歴史や伝統、民族や文化、人物

など、地域の特長を生かした学習に積極的に取り組み、子どもたちがふるさと高梁を大切にする心を育みます。 

・市内の地域資源や各種の体験活動を通じて郷土に対する愛着と誇りを育む教育を推進します。  

Ⅱ―３－（１） 
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（２）地域の資源と人材の活用  

 

 

 

 

 

 

事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

特色ある学校づくり

事業の推進  

【学校教育課】 

 地域の人材・資源を活用した

特 色 あ る 学 校 づ く り を 意 図

的・計画的に推進することによ

り、ふるさとを愛し、心豊かな

子どもを育成する。（1 校園あた

り 150 千円）  

・地域の人材・資源を活用した

学習  

・総合的な学習の時間における

発達段階に応じた地域学習、伝

統・文化・歴史の学習 

Ｂ  

Ⅱ－３－(1) P46 

「特色ある学校づくり事業の推進」へ記載あり  

小学校社会科副読本

「はばたく！わたし

たちの高梁市」の活

用  

【学校教育課】  

小学３・４年生の児童が自分

たちの住んでいる身近な地域

や高梁市について学び、理解す

ることを目的として作成した

副読本を郷土への理解を深め

るための学習に活用して行く。 

Ａ  

《成果》  

 平成２３年度から改訂したものを使用している。

分かりやすく、地域の学習で役に立っている。  

《課題》  

 訂正、差し替えが必要な箇所がある。  

 

 

○施策の方向  

・学校と図書館や公民館、博物館、美術館等とが連携し、高梁市や各地域の自然や産業、歴史や文化、人物な

どに関する資料や情報を収集・活用するとともに、それらに精通した地域の人々を講師として活用すること

により、子どもたちのふるさと高梁に対する理解を深めます。  

 

Ⅱ―３－（２） 
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（３）地域住民によるふるさと学習の推進  

 

 

 

 

事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

公民館講座等による

地域課題への取組  

【社会教育課】 

①公民館講座（子ども議会・昆

虫教室・史跡めぐり）の実施 

 

Ｂ 

《成果》  

地域（ふるさと）の良さを再認識し、伝えていく

ことが必要であるため、公民館講座において子ども

議会、史跡めぐりを始めとする講座を開催した。 

《課題》  

 地域での参加者も多く、次代の子どもたちに高梁

の良さを伝えるため、継続が必要。  

 

②高梁中央公民館・高梁地域ま

ちづくり推進委員会で「教育講

演会」を開催 

Ｂ 

《成果》  

 林家染二さんを講師に迎え、「染二が楽しく、おも

しろくｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの方法お伝えさせていただきます」

の講演会を開催した。（参加者 24０名）  

《課題》  

 より多くの参加者を得て、共に郷土について深く

考える機会をつくる。  

  

 

○施策の方向  

・郷土高梁に対する正しい理解を深めるため、地域の人材を活用し、次代の地域の担い手である子どもたちに

伝えていくことを推進します。  

 

Ⅱ―３－（３） 
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Ⅱ 学識経験者の意見  

 ○子どもたちの人間性、社会性、規範意識及び郷土への愛着を育成するための事業の実施に当たり、学校、家庭、

地域で支援していく体制が確立できている。一人でも多くの子どもが参加することを期待している。  

 

○地域の核となる公民館を拠点に、地域のボランティアによる学校支援事業が定着し、市全体へ拡充することは

意義のあることである。  

 

○子どもの安全に関する評価は、厳しくなければならず、通学路安全マップの見直し、安全点検は確実に、早急

に進めてほしい。安全、危険の点検を子ども自らが確認を行い判断することで、安全意識の向上につながる。 

 

○広がる子どもの夢事業では、実際の職業の見学や体験を通して、勤労意欲、職業観を見につける機会となって

いる。  

 

○たかはし子ども応援事業は、工夫された取組となっているが、未実施地域の解消に努めてほしい。  

 

○漫画本、ＤＶＤ等現在の子どもたちが受け入れやすい教材の活用により、郷土の偉人「山田方谷」を知り、よ

り身近に感じることで、郷土への愛着と誇りを深めていってほしい。  

 

○「山田方谷」の学習については、「人から聞く山田方谷」から「自ら調べる山田方谷」へ方向転換する時期を

迎えている。子ども自身が調べて発表したり、調べた内容を道徳の教材等として活用したりするという、子ど

もの主体的活動を支援することで、充実した学習内容になる。また、他の郷土の偉人についても、興味をもっ

て取り組むことで、郷土への愛着、誇りの定着が図られることを期待する。  
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Ⅲ 「生涯学習の機会を広げ、人権尊重の意識を育てます」 

１ 生涯学習社会の構築を推進します  

（１）生涯学習の振興  

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

公民館講座等学習

機会の提供  

【社会教育課】 

 中央公民館（1 館）、地区公民館（14

館）、分館（20 館）で学習機会を提供す

るために、講座、研修会を実施するとと

もに、地域理解や協働推進、世代間交流

等の事業を行う。また、各公民館講座の

市民への周知、利用促進を図っていく。 

・竹細工教室、菊作り教室、ニュースポ

ーツ教室などの公民館講座を実施 

・高梁中央公民館・高梁地域まちづくり

推進委員会で「教育講演会」を開催。 

Ｂ 

《成果》  

各公民館において、それぞれ地域の特性を

生かした特色ある講座や地域のニーズにあ

わせた講座を開設し、地域住民の交流・幅広

い学習活動を活発に実施できた。  

《課題》  

 公民館活動の年代層が高齢者に偏るため、

幅広い世代の参加に向けた工夫と広報活動

が必要。 

たかはし子ども応

援事業「学校支援

地域本部事業」  

【 社 会 教 育 課 】 

拡充  

 公民館を拠点に地域コーディネータ

ーを配し、学校の要望や地域との調整を

行いながら、地域住民による学校支援ボ

ランティアの輪を広げ、学校支援活動を

行う。 

【取組地域】 

・巨瀬地域（巨瀬小学校区）H20 年度～ 

・落合地域（落合・福地小学校区）     

H22 年度～ 

・川上地域（川上小学校区）H23 年度～ 

・川面地域（川面小学校区）H23 年度～ 

・津川地域（津川小学校区）H24 年度～ 

・中井地域（中井小学校区）H24 年度～ 

・松原地域（松原小学校区）H24 年度～ 

・新規４地域（４小学校区）H25 年度～ 

 

 

Ａ  

Ⅱ－１－(1) P37 

「学校支援地域本部事業の推進」へ記載あり  

子ども教室の実施  

【社会教育課】  

①うかん風の子放課後子ども教室・なり

わ子ども教室・かわかみ放課後子ども教

室・びっちゅう放課後子ども教室を実施

する。  

Ｂ  

Ⅱ－２－(1) P42 

「放課後子ども教室推進事業」へ記載あり  

○施策の方向  

・地域の特性や課題に応じた講座や研修会などの学習機会を提供し、地域社会への参加・参画を推進します。  

・学習活動により自己実現を図り、学習成果を地域社会に生かす「学びの循環」を構築するとともに、社会教

育団体等の活動支援やリーダーの育成を図ります。 

・吉備国際大学をはじめ、地域の社会教育・福祉団体等と連携して、それぞれのライフステージに応じた学習

を進めます。  

 

Ⅲ―１－（１） 



 - 51 - 

②子どもたちが住んでいる高梁市の歴

史や文化を学んで、郷土への愛着と理解

を深めるため、「子ども高梁学」を実施

する。  

Ｂ  

《成果》  

公民館活動において、子ども活動地域促進

事業で「子ども高梁学」実施した。  

郷土の先人を学ぶ教室や、高梁の自然を調

べたり、地域の史跡を訪ねるといった内容と

し、高梁の文化や歴史、自然について子ども

たちが興味関心をもち、その素晴らしさに感

動することで高梁を愛する気持ちを育むこ

とを目的として開催した。  

《課題》  

 参加者は固定されつつあるが、今後はより

多くの参加者を集めることが課題となって

いる。  

 

婦人教育推進事業  

【社会教育課】  

高梁市婦人協議会など婦人団体の支

援・育成を行う。  

・第２４回婦人大会（2 月開催予定）  

・婦人スポーツ教室等の開催（5 月開催

予定）  
Ｂ  

《成果》  

婦人の教養と地位向上及び地域の活性化、

婦人相互の交流を図るため研修を開催した。 

・スポーツ講習会（5/9 24 名） 

・婦人大会（2/27 90 名）  

・ヘルシー昆布料理教室（12/4 29 名） 

・ニュースポーツ教室 

（４教室 延べ 906 名）  

《課題》  

 市内各地域の単位婦人会の育成を図る。 

青少年育成支援事

業  

【社会教育課】  

①高梁市内青少年の文化及びスポーツ

活動の促進を図るため全国大会等へ出

場する個人又は団体に対し、助成を行

う。  

・三渓青少年文化・スポーツ振興助成  

Ｂ 

《成果》  

中国大会以上の規模の大会出場者に対し、

助成を行った。 

団体３件 高梁中学校合唱部３回 

《課題》  

 青少年への周知の徹底を図る。 

②市内各地域の成人対象者でつくる成

人式実行委員会が企画し、成人祝賀式記

念行事を実施する。毎年、アイデアを凝

らした手作りアトラクションが好評で、

高梁総合文化会館を会場に開催する。

（平成 26 年成人祝賀式は、1 月 12 日

（日）開催）  Ａ  

《成果》  

成人としての自覚を持った厳粛な式典と、

成人式実行委員による手作り感のある記念

行事を開催した。  

出席：208 人  

対象：475 人（平成 25 年 12 月 1 日時点）  

 新成人からの感謝のメッセージを集めた

「20 歳のありがとう」と中学時代の恩師から

の激励メッセージを冊子にし、配付した。  

《課題》  

各地域からの実行委員の選出が困難とな

っており、今後選出方法について見直す必要

がある。 
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事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

吉備国際大学との  

連携事業  

【社会教育課】  

①吉備国際大学と連携して市民講座を  

開催し、学習機会の提供を図る。  

・吉備国際大学公開講座６回  

Ｂ 

《成果》 

 吉備国際大学と連携し、市民公開講座東ア

ジアの現在 (いま )と題して「朝鮮半島の現状」

など５講座を実施した。  

《課題》  

 市民への周知による参加者の増加 

②吉備国際大学と連携し、「高梁すきす

き探検隊」を開催する。 
Ｂ 

Ⅱ―３－（１）  P46 

「高梁魅力再発見事業」へ記載あり 
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（２）公民館活動の充実  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

公民館講座等の実施 

【社会教育課】 

①公民館講座（史跡めぐり教室・

野鳥教室・渡り拍子教室） 

Ｂ 

《成果》  

 地域の魅力や伝統文化を再認識し、守り伝える

ため、史跡めぐり教室等を、各公民館において開

催した。  

《課題》  

 地域の伝統を絶やさないため継続し実施する必

要がある。 

②「郷土史」講座の巡検 

Ｂ 

《成果》  

兵庫県豊岡市へ巡検に行き、城下町の町並みの様

子や出石の由緒ある史跡見学をし、歴史について

学んだ。  

《課題》  

 郷土史に関する研修会等については、市、任意

団体等において重複することも多いため、整合を

図り、複合的実施することが好ましい。 

③「子ども高梁学」の実施 
Ｂ 

Ⅲ－１－ (1) P51  

「子ども高梁学の実施」へ記載あり  

地域団体等の連携し

た公民館事業の実施 

【社会教育課】 

地域まちづくり協議会その他

の団体と共催で、運動会・文化

祭・講演会などを実施する。 

Ｂ 

《成果》  

地域まちづくり協議会や関係団体と連携し共催

で運動会・文化祭・講演会・物産まつりなど各公

民館で開催した。 

 地域の団体と連携することで、多くの人との交

流が図れ、多くの知恵が生まれ地域の活性化を図

ることができた。  

《課題》  

継続的に実施されているが、過疎化により参加

者が減少している。  

三世代交流事業の実

施 

【社会教育課】 

・三世代交流ニュースポーツ大会 

・伝統行事（もちつき・とんど焼

き） 

・地域伝統料理教室 

Ｂ 

Ⅱ－２－ (3) P44 

 「公民館活動での取組」へ記載あり 

○施策の方向  

・地域の良さを再発見する「ふるさと学習」や地域伝統文化講座、地域課題に係る講座など、地域理解を深め

る学習を支援します。  

・生涯学習推進ネットワークの充実を図るため、地域のまちづくり・コミュニティ組織や地域団体と連携、協

働していくとともに各公民館が連携を図ります。 

・学習機会の提供とともに、世代間交流事業など学習成果を地域で生かす仕組みづくりを行います。  

 

Ⅲ―１－（２）  
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（３）社会教育施設の充実  

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

社会教育施設管理事

業  

【社会教育課】 

有漢社会教育センター、高梁

市青少年研修センター、有漢生

涯学習センター、成羽文化セン

ター、川上総合学習センターの

維持管理・充実を図る。 

Ｂ 

《成果》  

社会教育施設の維持管理を行った。  

有漢社会教育センター  

（8 件  209 名  ＊休憩・宿泊の実人数）  

有漢生涯学習センター（183 件  4,151 名）  

成羽文化センター（430 件  7,223 名）  

青少年研修センター  

（16 件  401 名  ＊休憩・宿泊の実人数）  

川上総合学習センター（517 件 11,290 名）  

《課題》  

老 朽化による修繕箇所の増加  

 

新図書館建築整備事

業の推進  

【社会教育課】  

駅前に複合施設として建築

が決定し、基本及び実施設計を

策定する。  B 

《成果》  

１月に基本及び実施設計委託業務の契約締結し、

平成２６年度中に設計完了を目指す。  

《課題》  

運営について、直営・指定管理の比較検討を行う。 

○施策の方向  

・文化交流館、生涯学習センター等の施設について、多様化・高度化する学習ニーズに対応するため、機能を充

実し幅広い学習機会を提供します。  

・生涯学習の拠点施設として新しい図書館を建設整備します。 

・老朽化している社会教育施設について、誰もが安心して利用できるように整備し、学習意欲の向上を図ります。 

 

Ⅲ―１－（３） 



 - 55 - 

（４）青少年の健全育成  

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

子どもと親の学習フ

ェスタの開催  

【社会教育課】 

親子の絆を深めるためのヒント

をつかむことができる場として、

子育て講演会や、子育て支援団体

と連携した遊び・工作体験や読み

聞かせを計画し実施する。 

（8 月頃を中心に開催予定）  

Ｂ  

Ⅱ－１－（5）  P41  

「子どもと親の学習フェスタの開催」へ記載あり 

子育て応援講座や乳

幼児学級等の実施  

【社会教育課】 

①健康、食、家庭教育など子育て

に関する様々な知識を深める講座

や親子で楽しく成長していくため

の講座を実施する。  

・ママのためのピラティス教室（9･

10･11 月各 1 回予定） 

・親子ふれあい健康教室（9･10･11

月各 1 回予定）  

Ｂ 

Ⅱ－１－ (4) P40  

「子育て応援講座や乳幼児学級等の実施」へ記載

あり 

②乳幼児期教育の充実を図るた

め、保護者等が参加する様々な機

会を活用した乳幼児教育に関する

学習機会を提供する。絵本の読み

聞かせ、わらべ歌・三世代交流等  

（月 1 回、年間 12 回開催予定） 

Ｂ 

Ⅱ－１－（4）P40 

「子育て応援講座や乳幼児学級等の実施」へ記載

あり 

たかはし子ども応援

事業「学校支援地域

本部事業」  

【社会教育課】拡充  

 

 公民館を拠点に地域コーディネ

ーターを配し、学校の要望や地域

との調整を行いながら、地域住民

による学校支援ボランティアの輪

を広げ、学校支援活動を行う。 

【取組地域】 

・巨瀬地域（巨瀬小学校区） 

H20 年度～ 

・落合地域（落合小学校区・福 

地小学校区）  H22 年度～ 

・川上地域（川上小学校区） 

H23 年度～ 

 

Ａ  

Ⅱ－１－(1) P37 

「学校支援地域本部事業の推進」  

へ記載あり 

 

○施策の方向  

・学校、家庭及び地域社会が連携し、社会全体で子どもを育てる機運の醸成を図ります。  

・将来自立した社会人として豊かな生活を送るために、規範意識や豊かな感性等を身につける学習活動の充実

を図ります。 

・地域への愛着と誇りを深めるために、地域の自然や歴史、産業等の学習を推進します。 

・青少年育成センターを拠点として、地域の青少年育成団体や学校等が連携して青少年の健全育成に努めます。 

 

Ⅲ―１－（４） 
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事 業 名  事業実施目標 評価  成果・課題等  

 ・川面地域（川面小学校区） 

H23 年度～ 

・津川地域（津川小学校区） 

H24 年度～ 

・中井地域（中井小学校区） 

H24 年度～ 

・松原地域（松原小学校区） 

H24 年度～ 

・新規４地域（４小学校区） 

H25 年度～ 

 

 

家庭教育支援講座  

【社会教育課】  

・家庭教育支援講座（PTA 対象） 

Ｂ  

《成果》  

 家庭教育支援のため、幼・小・中学校ＰＴＡに

呼びかけ、講師を招き支援講座を開催した。（18

校 延べ 998 名）  

《課題》  

 家庭教育の充実が求められており、実施校数の

増加を図る。 

広がる子どもの夢事

業  

【社会教育課】 

子どもたちの可能性や夢を広げ

るため、日常では味わえない、プ

ロスポーツや最先端科学技術の体

験・見学など本物に触れる機会を

提供する。 

・夢の職業体験 

・子ども歴史文化講座 

・プロスポーツ施設見学 

Ａ  

Ⅱ－２－（1）  P42 

「広がる子どもの夢事業」へ記載あり 

たかはし子ども応援

事業「放課後子ども

教室推進事業」  

【社会教育課】  

うかん風の子放課後子ども教室・

なりわ子ども教室・かわかみ放課

後子ども教室・びっちゅう放課後

子ども教室を実施する。 

Ｂ 

Ⅱ－２－(1) P42 

「放課後子ども教室推進事業」へ記載あり 

少年団の活動支援  

【社会教育課】  

高梁市に本拠地がある少年団及

び FOS 少年団など、青少年育成団

体の活動支援を行う。  

・少年団活動助成（4 団体）  

・少年団と福祉団体等との交流活

動助成（1 団体）  

Ｂ  

Ⅱ－２－（1）  P43 

「少年団体の活動支援事業」へ記載あり 

高梁魅力発見事業  

【社会教育課】  

高梁すきすき探検隊（吉備国際

大学との連携事業）の開催  
Ｂ  

Ⅱ―３－（１）  P46 

「高梁魅力再発見事業」へ記載あり 

各種公民館講座  

【社会教育課】  

公民館講座（史跡めぐり・野鳥

の観察・野外活動など）  
Ｂ  

Ⅱ－３－（３）  P48 

「公民館講座等による地域課題への取組」に記載

あり  
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青少年育成センター

運営事業  

【社会教育課】  

青少年の非行化を防止し、その健

全な育成を図るため、相談活動、

補導活動、列車補導活動、広報啓

発活動に取り組み、問題行動の未

然防止を図る。  Ｂ  

《成果》  

夏休み等の休業中やイベントの際に計画的に

補導を実施した。市内の非行は減少傾向にある。

（補導実施人員延べ 267 人）  

《課題》  

非行・交友関係の相談はほとんどないため、学

校教育課や子ども課と連携して、要支援児童を中

心とした相談活動をしており、その相談は困難さ

を増している。  
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２ 人権が尊重される社会の実現に努めます 

（１）人権が尊重される社会の実現  

 

 

 

 

 

 

事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

社会人権教育講座開

設事業  

【社会教育課】 

人権意識の高揚を図るため、各

種講座を実施する。  

・人権問題学習講座（年６回）  

・幼小中 PTA 人権教育研修会  

・就学前人権教育研修会（教諭・

保育士対象） 

・子どものエンパワーメントに関

する講座 

・人権啓発リーフレット作成及び

配布 

・男女共同参画講演会 

・人権啓発ビデオの活用 

Ｂ 

《成果》  

・人権問題学習講座  

各テーマで５回実施。延べ 480 名。  

・幼小中 PTA 人権教育研修会  

 32 校園で実施。延べ 1,703 名。  

・就学前人権教育研修会 

 幼稚園（保育園）の教諭・保育士対象 

 41 名参加。 

・子どものエンパワーメント育成事業 

  7 校園で実施。延べ児童生徒 187 名。 

・人権啓発リーフレット作成及び配布 

啓発リーフレットを作成し全戸へ配布。また学

校を通じ小学 5･6 年生・中学生へ配布し、家庭

内での人権意識の啓発に努めた。 

・人権啓発ビデオの活用 

 研修用に地域・学校等へ貸し出しを行った。  

《課題》  

 定期的に研修機会を提供し、人権啓発を継続す

ることが必要。  

 

○施策の方向  

・学校・家庭・地域社会・職場等さまざまな場で人権教育・啓発に取り組んでいきます。  

・人権意識の高揚を図るために、講演会や研修会の開催、リーフレットの配布等を行うとともに、講師派遣や

教材の貸出・提供等を行い、企業・学校・地域での自主的な学習を支援します。  

 

Ⅲ―２－（１） 
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Ⅲ 学識経験者の意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

○生涯学習の推進のため多くの事業が展開されており、効果的な取り組みとなっている。今後は広報宣伝を充実

させることで、より多くの参加者、利用者の増に努められたい。  

 

○特色ある公民館づくりをスローガンに、それぞれが地域特性を生かした公民館経営がされている。  

 

○新図書館が駅前に整備され、活発な利用が期待できる。集客力のある駅前という利点を生かした施策の展開を

期待する。  

 

○日常の生活の中で、人権に反する言動等に気づかず、見過ごす場面が多くなっており、人権への意識が希薄に

なっていると感じている。正しい人権感覚を身につけるため、学校教育だけに止まらず、社会生活においても系

統的な研修を充実させてほしい。  
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Ⅳ 「地域の伝統や文化の維持向上をめざします」 

１ 地域文化の振興を図ります 

（１） 地域文化・芸術活動の振興 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

各文化団体等への活

動支援事業  

【社会教育課】 

地域における文化活動の活

性化を促し、文化事業の担い手

を育成するため次のことに取

り組む。  

・各地域の文化協会や高梁市文

化連盟の活動支援  

・高梁市文学選奨の実施、入賞

作品集「高梁の文学」の発行  

Ｂ 

《成果》  

各文化協会が行っている文化活動への支援として

委託事業の実施や補助金を交付するとともに、芸術

文化振興に努めた。  

《課題》  

幅広い年齢層においての文化活動の促進をする必

要がある。 

歴史文化講座の開催  

【社会教育課】  

子どもを対象とし、市内の歴

史的文化遺産や指定文化財を

訪ね、郷土高梁への愛着を高め

るため歴史文化講座を開催す

る。 

Ａ 

《成果》  

市内の小学生を対象として、有漢町の古墳群と伝

統的建造物群保存地区である吹屋での歴史文化講座

（体験型）を開催し、郷土高梁への愛着を高めた。  

《課題》  

 子どもが楽しみながら理解したり考えたりするこ

とができるように、工夫していく必要がある。 

 

 

○施策の方向  

・地域の文化・芸術諸団体の活動を支援するとともに、市民相互の連携を深めることで地域文化の創造と交流

を推進します。また、芸術・文化を鑑賞する機会を提供します。  

・郷土の偉人山田方谷をはじめとする歴史的人物の顕彰事業を行います。 

・市民の文化への関心と学習意欲に応えるため文化講座等を開催するとともに、貴重な文化財等に触れる機会

を提供します。  

 

Ⅳ―１－（１） 
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（２） 文化施設の充実 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

各文化施設での企画

展・特別展等展覧会

の開催 

【文化センター】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①高梁梁市歴史美術館特別展、

企画展など自主事業の実施  

・企画展「山田方谷とその時代

展」   （4/20～5/19）  

・特別展「安部朱美創作人形展」 

（5/25～6/30）  

・特別展「山下清とその仲間た

ちの作品展」 （7/20～8/25） 

・企画展「最後の老中板倉勝静

展」（8/31～9/23）  

・特別展「第 64 回岡山県美術

展覧会」 (10/3～10/7）  

・企画展「景年書作展」  

（10/12～10/14）  

・企画展「生誕 130 年清水比庵

展」（10/26～11/24）  

・企画展「アートの今・岡山

2013」（12/7～12/23）  

Ｃ 

 

《成果》  

高梁の地域性にとらわれないテーマの特別展で一

定の入館者数を得られた。また高梁の地域博物館施

設として、高梁の歴史、美術の紹介ができた。  

・「山田方谷とその時代展」      入館者数 527 人  

・「安部朱美創作人形展」       入館者数 2,478 人  

・「山下清とその仲間たちの作品展」  

入館者数 1,667 人  

・「最後の老中板倉勝静展」   入館者数 262 人  

・「第 64 回岡山県美術展覧会」 入館者数 506 人  

・「景年書作展」        入館者数 71 人  

・「生誕 130 年清水比庵展」   入館者数 283 人  

・「アートの今・岡山 2013」      入館者数 270 人  

合計 6,064 人  

《課題》  

 知名度の高い人物の特別展については、一定の成

果は得られるものの、想定の成果が得られていない。

アンケートなど市民の声を参考にニーズに沿った企

画をしていく必要がある。高梁の歴史と美術に関係

する企画はその範囲を広げながら充実させていく必

要があり、子どものための展示、ワークショップも

必要である。「アートの今」に関してはその経緯、

成果、内容を吟味して今後の方針を決めていく。  

②高梁総合文化会館自主事業

の実施 

・「真野響子×眞野あずさ」二

人芝居 （5/26） 

・第 25 回三曲演奏会 （6/16） 

・小椋佳コンサート （7/14） 

・ファミリー名作ミュージカル 

「アルプスの少女ハイジ」

（9/7） 

・松竹大歌舞伎(2 回公演)  

（9/11） 

・高嶋ちさ子と 12 人のヴァイ

オリニストコンサート（10/19） 

Ｃ 

《成果》  

舞台芸術である音楽、演劇を幅広く行うことがで

きた。また、子どもを対象とした事業も盛り込み内

容は充実していた。  

・「真野響子×眞野あずさ」二人芝居  

入場者数 228 人  

・第 25 回三曲演奏会          入場者数 350 人  

・小椋佳コンサート          入場者数 758 人  

・ファミリー名作ミュージカル「アルプスの少女ハ

イジ」           入場者数 302 人  

・松竹大歌舞伎              入場者数 1,097 人  

・高嶋ちさ子と 12 人のヴァイオリニストコンサート

入場者数 314 人  

○施策の方向  

・総合文化会館、歴史美術館、成羽美術館、吉備川上ふれあい漫画美術館、景年記念館、郷土資料館等の文化

施設において、市民ニーズに沿った事業や展覧会を行います。  

・老朽化がみられる文化施設については、安全で快適な施設環境を整えるために設備の更新や改修を計画的に

行います。  

 

Ⅳ―１－（２） 
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事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第 23 回高梁コーラスフェス

ティバル（11/24） 

・高梁市文化講演会（東海林の

り子）（3/2 ） 

 

・第 23 回高梁コーラスフェスティバル  

入場者数 460 人  

・高梁市文化講演会（東海林のり子）  

入場者数 310 人  

合計 3,819 人  

《課題》  

現代劇やクラッシク音楽など公演内容は充実して

いたが、入場者増をはかるため、広報やニーズに沿

った内容の検討をはかる必要がある。  

③吉備川上ふれあい漫画美術

館自主事業の実施 

・正子公也戦国武将画展 

 ～山中鹿之介と岡山ゆか

りの武将たち～  (8/24

～10/27) 

・正子公也＆森下翠トークライ

ブ (9/23) 

・漫・賀・年賀状コンテスト 2014 

 （募集 12/1～1/10） 

  （展示 1/28～3/9） 

Ｂ 

《成果》  

玉野市出身の人気絵巻作家による戦国武将画展及

びトークライブには多くの来場者があり、漫画美術

館として有意義な事業となった。  

・戦国武将画展  入場者数 2,724 人 

・トークライブ  入場者数 50 人（定員） 

 年賀状コンテストの開催は今回で１１回目を数

え、全国から多数のユニークな作品が寄せられてい

る。併せて、応募作品の展示会を開催しており、年

始のイベントとして定着している。  

《課題》  

周知方法を工夫し、事業の効果的なＰＲに努める

必要がある。  

備中郷土館の修繕 

【社会教育課】 

備中郷土館 2 階研修室、床・電

気設備の修繕工事  
Ｄ 

《成果・課題等》  

 収蔵室として活用できるよう修繕を予定していた

が、資料整理等の進ちょく状況から時期尚早と判断

し、平成 26 年度以降に着手を予定。  

成羽美術館の改修 

【社会教育課】 

成羽美術館施設改修工事  

Ａ 

《成果》  

外壁等改修工事の第 2 期工事を行い、外壁クラッ

ク等を改修した。  

《課題》  

引き続き第 3 期工事を行う。  

高梁総合文化会館の

修繕等 

【文化センター】 

①高梁総合文化会館舞台音響

整備等改修工事  

Ｂ 

《成果》  

システムの老朽化に伴い、大ホールの音響調整卓

等を最新のものに更新した。これまで以上の舞台演

出の充実が図られた。  

《課題》  

築 29 年を経過し、改修が必要な箇所も増えてい

る。今後も計画的に改修を行っていく必要がある。  

②老朽箇所の随時修繕  

Ｂ 

《成果》  

老朽箇所の修繕により、利用者の安全が図られた。 

《課題》  

築 29 年を経過し、改修が必要な箇所も増えてい

る。今後も計画的に改修を行っていく必要がある。  
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（３）文化財の保護・保存と活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

文化財保護事業  

【社会教育課】 

文化財保護審議会を年２回開

催し、市内の文化財の保存及び活

用を図る。 
Ｂ 

《成果》 

１回（平成 26 年 2 月 25 日）の審議会を開催し、

審議を行うとともに、新規候補の視察を行った。。 

《課題》 

審議会委員の高齢化が顕著であるため、新たに若

い方を委員に委嘱することを検討する必要がある。 

文化財保護管理事業  

【社会教育課】  

 

文化財の適切な保存、管理に努

め、継続的に調査研究を行う。  

・旧片山家住宅施設管理及び公開  

・備中松山城の施設管理及び公開  

・旧吹屋小学校校舎施設管理事業  

  

Ｂ 

 

《成果》  

 旧片山家住宅の施設管理及び公開を行い、来館者

数は 14,315 人であった。  

備中松山城の施設管理及び公開を行い、多くの方

に来城いただいた。入城者数は 50,862 人で、昨年度

より 7,832 人増加した。また重要文化財二重櫓の特

別公開を４日行った。  

旧吹屋小学校校舎の特別公開を 8 日間行い、来校

者は 6,026 人であった。  

文化財解説看板を 5 基設置した。  

《課題》  

 文化財の周知に努めるため、文化財解説看板を継

続的に設置していく必要がある。 

史跡備中松山城跡整

備事業  

【社会教育課】  

 

・天神の丸跡の保存整備事業  

 

Ｂ 

 

《成果》  

 天神の丸跡の保存整備を実施し、完了した。  

《課題》  

 継続的に保存整備を実施するとともに、石垣等の

修復を行う必要もある。 

天然記念物管理事業  

【社会教育課】  

 

・保護管理事業（サルに装着して

いる発信機の更新）  

・保護管理計画の調査等見直し作

業 (管理員による継続的な調査・

管理業務を行う ) 

 

Ｂ 

 

《成果》  

 群れの遊動を知るためにサルに装着している発信

機を、新たに臥牛山群２頭、分派群２頭の計４頭に

装着した。また、管理員によるサルの遊動状況や群

れの構成の把握等の通常管理を徹底して行い、保護

管理計画見直しの基礎資料とすることができた。ま

た見直しに関する調査を実施した。  

 

○施策の方向  

・文化財の適切な保存・管理に努め、調査・研究を継続的に行い、活用を図ります。  

・国指定史跡備中松山城跡及び重要文化財である備中松山城・旧片山家住宅を保護保存、整備し、学術的な調査

を進めるとともに、その活用を図ります。また、臥牛山全域の史跡指定について関係機関と協議していきます。 

・「臥牛山のサル生息地」等天然記念物の適切な保護・管理に努めます。 

・備中神楽や渡り拍子等の伝統芸能については、後世に伝え残していくために、保存会等への支援や顕彰事業に

取り組みます。  

Ⅳ―１－（３） 
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事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

  

 

《課題》  

保護管理計画見直しにあたり、様々な調査を計画

的に実施する必要がある。また、発信機の電池が寿

命になる前に新たに発信機を装着する必要がある。  

伝統文化伝承活動推

進事業  

【社会教育課】  

・備中神楽研修会  

・伝統芸能の保存・育成団体への

活動支援（予算は伝承活動推進事

業へ計上）  

Ｂ 

《成果》  

 平成 25 年 6 月 30 日に備中神楽研修会を開催し、

備中神楽について研修するとともに、他地域（井原

支部）の神楽について実演研修を実施した。  

 また、備中神楽保存 3 団体、育成 8 団体及び渡り

拍子保存 21 団体へ活動補助金を支援するとともに

設備整備補助金を 9 団体へ支援した。  

《課題》  

 郷土芸能、祭礼活動は近年後継者の不足や保存会、

育成会活動費の不足等で、保存伝承育成活動をして

いくことが難しくなっている。このため、引き続き

支援していく必要がある。 
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（４）歴史的町並み保存と景観形成の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 学識経験者の意見 

事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等 

備中松山踊り保存

調査事業 

【社会教育課】 

「備中松山踊り」を保存し、伝

承していくために専門的な調査

を実施し、これを後世に伝えるた

めの報告書を作成する。将来的に

は、無形文化財への指定を視野に

事業を実施していく。  

Ｂ 

《成果》  

松山踊り保存調査業務を委託し、専門的な調査を

行い、調査した内容について、中間報告書としてま

とめることができた。  

《課題》  

 松山踊りを保存するため、引き続き専門的な調査

を実施し、無形文化財指定に向けた報告書として完

成させる。 

旧吹屋小学校校舎

保存修理事業 

【社会教育課】  

 

 

県重要文化財である旧吹屋小

学校校舎の保存修理を実施する

ことにより、明治期の小学校校舎

を後世に伝えるとともに、文化財

として保存していく。  

 

 

Ｂ 

《成果》  

 旧吹屋小学校の保存修理を進めるため、基本設計

を実施するとともに関係機関との協議を進めた。ま

た、旧吹屋小学校活用検討委員会を開催し、利活用

について検討した。  

《課題》  

利活用の検討を進めるとともに、関係機関との協

議を進めていく必要がある。 

備中神楽・渡り拍

子保存伝承活動推

進事業 

【社会教育課】 

備中神楽や渡り拍子を伝承し

ていくため、保存伝承活動を行う

団体に活動補助を行うとともに、

衣装等の整備に補助金を支出し、

活動支援を行う。  

Ｂ 

Ⅳ―１－ (3) Ｐ64 

「伝統文化伝承活動推進事業」へ記載あり 

町並み保存整備事

業 

【社会教育課・歴

史まちづくり課】 

歴史的町並みを保存し後世に

伝えていくため、市が定める条件

にあった歴史的建造物の保存を

する者に、一定の補助を行う。  Ｂ 

《成果》  

5 件の建造物に対して補助金交付するとともに町

並みの景観に努めた。  

《課題》  

 対象地区以外も歴史的建造物が多く存在する通り

があるが、老朽化により歴史的な景観が失われてき

ている。 

吹屋伝建家屋保存

事業 

【社会教育課】 

吹屋地区家屋保存整備 

・仲田家保存修理工事 

・大河家保存修理工事 

・大塚家墓塀保存修景工事 
Ａ 

《成果》  

 吹屋伝建地区内の 3 件家屋及び土塀の保存修理・

修景を行い、建物及び町並みの景観保存に努めた。  

《課題》  

 所有者の理解と協力を求め、継続的に保存修理・

修景整備を計画的に行う必要がある。 

○施策の方向  

・歴史まちづくり法（地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律）に基づき、歴史的建造物や伝統

的活動で形成された歴史的風致を維持向上させる事業に取り組みます。  

・城下町としての面影を残す歴史的町並み保存地区整備事業を、地域住民の理解と協力を得て引き続き推進し、

周辺に残る文化財と一体的な活用を行います。 

・「臥牛山のサル生息地」等天然記念物の適切な保護・管理に努めます。 

・吹屋伝統的建造物群保存地区については、計画的な家屋の整備に努めます。  

 

Ⅳ―１－（４） 
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Ⅳ 学識経験者の意見  

○各文化施設において充実した文化芸術鑑賞の機会が提供されているが、参加人数については、想定を下回る結果

となったことは残念である。今後備中高梁駅舎が整備されるが、集客力のある施設を利活用したＰＲ等周知方法

の工夫を図ってほしい。  

 

○吉備川上ふれあい漫画美術館は、特色のある施設として安定した入場者数を保持している。子供たちの学習面に

おいて、親しみやすく教材としての活用もできる。今後も文化、学習の拠点として寄与されることを期待する。 

 

○今の時代に求められている人材山田方谷の功績について学び、顕彰することで、次世代をになう子どもたちが、

主体的に考え、行動する力を習得することを期待する。  

 

○備中松山城の入城者数が増加し、「行ってよかった！日本の城 2014 ランキング」では、全国７位という素晴らし

い結果で、山城として全国へ発信できている。  

 

○備中松山城は人気が上がってきている。例えば、松山城を中心に各種文化財等について、宣伝方法を工夫し、旅

行産業への働きかけをする等、文化財と観光の相乗効果よる集客力の向上を期待する。  
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Ⅴ 「スポーツの振興を図ります」 

１ スポーツの振興を図ります 

 （１）スポーツの振興  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

競技スポーツの開

催  

【 ス ポ ー ツ 振 興

課】 

体育協会等による各種競技

会を開催し、競技力の向上と親

睦を図る。 

Ｂ 

《成果》  

高梁市体育協会は、各種競技会を年間約 110 大会開

催している。（延べ約 9,000 人参加） 

体育協会事務局と大会を運営する各競技団体との

役割分担が明確になり、自主的・自立的な運営の形が

できつつある。 

《課題》  

各種競技への参加者が固定化しており、競技種目に

よっては参加者数が減少しているものもあるため、新

規参加者を増やす工夫が必要である。  

スポーツ教室・講

習会の開催 

【 ス ポ ー ツ 振 興

課】 

市内各競技団体の指導者等

や吉備国際大学と連携し、スポ

ーツ教室や講習会を開催する。 

・ジュニアスポーツスクール

（吉備国際大学） 

・各種スポーツ教室 

Ｂ 

《成果》  

○吉備国際大学ジュニアスポーツスクール 

アーチェリー・バスケットボール・バドミントン・

フラッグフットボール・親子サッカーを開催した。

（138 人参加） 

○各種スポーツ教室 

硬式テニス・ソフトテニス・ジュニア陸上・ミニバ

スケットボール・柔道・ソフトボール・バドミントン

を各 10 回開催した。（194 人参加） 

参加した市民の競技力向上、基本的技術の習得に役

立った。 

《課題》 

参加する側と指導する側の日程調整が難しく、参加

者数が減少傾向にあるため、広報等を活用した事業Ｐ

Ｒを行う必要がある。 

マラソン大会の開

催 

【 ス ポ ー ツ 振 興

課】  

①愛らぶ高梁ふれあいマラソ

ンを開催する。（2/9） 
Ｃ 

《成果》  

大雪によるコース不良により中止した。（1,073 人エ

ントリー）  

○施策の方向  

・体育協会等スポーツ関係団体の組織力の強化に努めます。  

・地域の特色を活かし誰もが年齢や技術・興味・目的に応じてスポーツに親しむことができるよう総合型地域

スポーツクラブを育成・支援します。  

・スポーツ推進委員のスポーツ指導の強化・充実に努め、子どもから高齢者まで年代に適したスポーツ・レク

リエーション活動の振興を図り、市民の健康増進を進めます。  

・大学、高校、中学校の連携を深め、相互の指導者育成や派遣等により、競技力の向上やスポーツの振興を図

ります。 

・各種スポーツ大会や教室、講習会を開催し、スポーツ少年団等の支援・育成を図ります。 

・本市のスポーツ施設を活用したトップアスリートによる教室等の開催により、競技力の向上と競技人口の拡

大をめざします。  

 

Ⅴ―１－（１） 
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事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

  

 

《課題》  

 年々参加者が減少傾向にあり、今後参加者増加につ

ながる方策を検討する必要がある。また、中止判断の

周知、その後の対応などを事前に固めておく必要があ

る。  

②なりわ健康マラソンを開催

する。（3/2） 

Ｂ 

《成果》  

なりわ神楽マラソンと名称を変更して開催した。

（312 人参加）  

《課題》  

 参加地域が偏っているため、参加地域を拡大する方

策を検討する必要がある。  

スポーツ少年団等

の育成  

【 ス ポ ー ツ 振 興

課】  

①体育施設使用料の免除など

スポーツを通じた支援を実施

する。  

・少年団活動補助金  

Ｂ 

《成果》  

体育施設使用料免除などの支援策を実施しており、

施設等を活用した活発な活動が行われている。また、

各団とも指導者、保護者等による自主的な運営が行わ

れている。  

《課題》  

 少子化等に伴い、少年団の廃止、団員数の減少傾向

がみられる。また、学校の統廃合により、活動場所の

確保が困難となった団もある。  

今後は団の存続、活動場所の確保等について検討す

る必要がある。  

②各種スポーツ大会や教室、講

習会を開催し、スポーツ少年団

等の支援・育成を行う。 

Ｂ 

《成果》  

陸上競技選手権大会（255 人参加）、学童軟式野球成

羽大会（400 人参加）、体力つくり成羽柔道大会（ 60

人参加）、成羽町民スポーツ祭（ 288 人参加）を実施し

た。 

《課題》 

参加者が固定化する傾向にあり、新規参加者が少な

い。 

今後事業内容を検討するとともに、広報活動を十分

行い、参加しやすく魅力ある事業にする必要がある。 

総合型地域スポー

ツクラブの育成・

支援  

【 ス ポ ー ツ 振 興

課】  

総合型地域スポーツクラブ

への指導助言を行い、誰もが生

涯にわたりスポーツに親しむ

ことができる環境の整備を図

る。  Ｂ 

《成果》  

スポーツフェスティバルや各種教室を開催した。 

総合型地域スポーツクラブへの登録者は 168人とな

っている。 

《課題》 

運営資金面も含めて組織が脆弱なため、加入料の設

定や経費の削減などの工夫が求められる。 

今後も自主運営ができるよう助言や支援を継続す

る必要がある。 

スポーツ推進委員

の強化・充実  

【 ス ポ ー ツ 振 興

課】  

①スポーツ推進委員のスポー

ツ指導の強化等のため、研修会

等への旅費の補助や活動支援

を行う。  

Ｂ 

《成果》  

指導力向上のため各種研修会への参加を支援した。

また、ヒルクライムチャレンジシリーズ、グラウンド

ゴルフ大会等のスポーツイベントへ、延べ 86 人の動



 - 69 - 

員を行った。  

《課題》  

研修への参加者が固定化している傾向がある。  

地域スポーツの振興と指導力向上を図るため、委員

自身の意識改革を進める必要がある。 

②新たな組織構成によるスポ

ーツ振興の向上を図る。  

Ｂ 

《成果》  

高梁市体育協会の一般社団法人化のため事務手続

きを行い、法人化による活発かつ自主的な事業活動、

財政基盤の確立、透明性の高い組織運営、社会的責任

の明確化を図ることにつながった。  

《課題》  

法人化後の高梁本会と各普及推進部の運営方法の

平準化を図る必要がある。  

競技力の向上に向

けた取り組み  

【 ス ポ ー ツ 振 興

課】  

本市のスポーツ施設を活用

したトップアスリートの教室

を開催し、競技力の向上と競技

人口の拡大を図る。  

・ＦＣ吉備国際大学シャルムに

よるサッカー教室  

Ｂ 

《成果》  

 なでしこリーグで活躍するＦＣ吉備国際大学シャ

ルムによるサッカー教室を開催し、競技力の向上を図

った。（70 人参加) 

《課題》  

 トップリーグに所属するＦＣ吉備国際大学シャル

ムは、試合や遠征、合宿などにより日程調整が難しい

ため、早めの調整が必要である。 
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（２）スポーツ施設の充実 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

施設の維持管理  

【スポーツ振興課】 

市内のスポーツ施設維持の

ため、保守管理や修理を行う。 

【主な修繕施設】 

・神原スポーツ公園テニスコー

ト張り替え 

・なりわ運動公園野球場メイン

スタンド塗装 
Ｂ  

《成果》  

 利用者が安全かつ安心して利用できる施設を維

持していくため、修繕等の必要性が高い箇所から優

先的に修繕を実施した。  

《課題》  

施設の多くは老朽化が進んでいるため、安全性・

必要性を十分検討しながら年次的な修繕が必要であ

る。併せて突発的に発生する設備故障が年々増加し

ており、その対応策についても検討が必要である。

また、高梁市民プールの改築工事完了に伴い、市内

に点在する老朽化が著しい市民プールの今後のあり

方を検討する必要がある。  

施 設 の 改築 及 び 修

繕  

【スポーツ振興課】 

高梁運動公園、ききょう緑

地、なりわ運動公園等の改築、

修繕を行う。 

Ｂ 

《成果》  

 野球場のフェンス改修、案内板の改修、水路の改

修等を行った。  

《課題》  

 全施設のリニューアルには程遠く、老朽化の進む

箇所は他にも多くある。  

今後も順次計画し改修、整備する必要がある。  

ス ポ ー ツ交 流 拠 点

施設の整備  

【スポーツ振興課】 

広域的なスポーツ交流の拠

点施設となる競技場整備に向

け、スポーツ交流推進基本構想

を作成する。 Ｃ 

《成果》  

神原スポーツ公園を整備予定地として、地形測量

及び事業費調査を行い、計画案の比較検討資料を作

成した。  

《課題》  

市の基本方針を決める必要がある。  

○施策の方向  

・神原スポーツ公園や有漢スポーツパーク・なりわ運動公園・高梁市民体育館等、市民のスポーツ・レクリエ

ーション活動の拠点として、施設の環境維持管理に努めます。  

・施設の多くは老朽化が進んでいることから利便性や地域のバランス、施設の規模、必要性等を十分に考慮・

検討しながら年次計画を策定し、改修・整備を行います。  

・市内に点在する市民プールの今後のあり方を検討します。  

 

Ⅴ―１－（２） 
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（３）広域的なスポーツ交流の推進  

 

 

 

 

 

 

事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

自転車競技会の開

催  

【 ス ポ ー ツ 振 興

課】 

自転車競技イベントを活用し

た新しい地域振興を推進し、各開

催地域でのスポーツ交流人口の

拡大、および地域間交流のネット

ワーク化とその拡大を図る。 

・ヒルクライムチャレンジシリー

ズ２０１３高梁吹屋ふるさと村

大会（全国大会）の開催（10/5

～6） 

Ｂ  

《成果》  

参加者が毎年増えており、サイクリストから、「こ

のイベントに参加して、高梁が好きになった。」「沿

道からの応援に感動した。」と高い満足度と評価を得

ている。また、市民が自転車へ興味を持ち、併せて

エコへの意識が向上している。（635 人出走）  

《課題》  

 早急な着手と幅広い広報活動を行い、多くの参加

者確保を目指す必要がある。また、サイクリストと

市民が共に楽しめる大会となるよう、事業内容を検

討する必要がある。  

スポーツふれあい

交流事業  

【 ス ポ ー ツ 振 興

課】  

①子どもたちのニーズを基に各

種スポーツ大会やトップアスリ

ート等による教室・講習会・交流

会を企画し、スポーツに親しむこ

とから競技力の向上まで一貫し

た事業を展開する。 

【サッカー】 

・３ライズリーグ（年４回） 

・ファジアーノ岡山サッカー講習

会 

（時期未定） 

【バレーボール】 

・岡山シーガルズスプリングキャ

ンプ in 高梁 

（5 月末予定、スポーツ少年団等

との交流会） 

・岡山シーガルズコーチ派遣 

（5 月～12 月予定） 

【野球】 

・倉敷オーシャンズ野球講習会 

(12 月予定) 

Ｂ  

《成果》  

○３ライズリーグ（スプリング・サマー・オータム・

ウインターステージサッカー大会）  

 平成 23 年度から４季開催として市内外から多数

が参加し、お互いの競技力の向上と交流・親睦を深

めることができた。（延べ 1,300 人参加）  

○ファジアーノ岡山サッカー講習会  

 市内の小学１年生から６年生を対象に開催した。  

参加者は、年齢層によるグループ分けにより、初

心者から経験者までファジアーノ岡山コーチと楽し

くふれあいながらサッカーの基礎を学ぶことができ

た。（45 人参加）  

〇岡山シーガルズスプリングキャンプ in 高梁  

 岡山シーガルズが３日間市内でキャンプを行い、

バレーボール実技講習会や学校訪問、公開練習など

により、市民とトップアスリートとの交流を図るこ

とができた。実技講習会では、市内バレーボール競

技者を対象に岡山シーガルズのコーチ、選手がきめ

細かな指導を行い、競技力の向上を図ることができ

た。（54 人参加）  

○岡山シーガルズコーチ派遣「チームのコーチはシ

ーガルズ！」  

市内でバレーボールを行っているスポーツ少年

団、各中学校の希望団体を対象に、岡山シーガルズ

のコーチ、選手が各団体の練習会場に出向き、個別  

指導を行った。  

 

○施策の方向  

・国、県レベルの競技大会の誘致を行い、広域的なスポーツ交流をさらに推進することにより、市の活性化を

図ります。  

・スポーツふれあい交流事業等を実施し、スポーツ少年団等の支援を行います。  

・施設を活用した交流人口の増加をめざし、高校や大学等の合宿などの誘致を進めます。  

 

Ⅴ―１－（３） 



 - 72 - 

事 業 名  事業実施目標  評価  成果・課題等  

  

 

年間を通じて９団体がそれぞれの団体のレベルに

応じたきめ細かい指導を受け、競技力の向上を図る

ことができた。（延べ 450 人参加）  

〇倉敷オーシャンズ野球講習会  

 三菱自動車倉敷オーシャンズの選手 22 人が講師

となり、市内４スポーツ少年団、６中学校の子ども

たちに実技指導を行い、技術力の向上につながった。

（109 人参加）  

《課題》  

 サッカー、バレーボール、野球のトップアスリー

トを招いて講習会等を行っているが、今後は他の競

技でも同様の取り組みを検討する必要がある。  

②小学校と連携し、子どもたちに

スポーツの素晴らしさや夢を持

つことの素晴らしさ、それに向か

って努力する大切さを学んでも

らうため、日本サッカー協会プロ

ジェクト夢教室「ユメセン」を開

催する。 
Ａ  

《成果》  

市内の小学５年生 222 人を対象に、スポーツ界の

トップアスリート「夢先生」６人が、ゲームと授業

でフェアプレー精神、仲間と協力することの大切さ、

失敗を乗り越えて夢や目標に向かって努力すること

の大切さを伝えた。 

子どもたちは真剣な表情で授業を受け、将来の夢

について考える機会となった。 

複式学級の５年生は、平成 26 年度に５・６年生合

同で実施することとした。 

《課題》 

 複式の小学校や、今後中学校でも実施するために

は、事業の主旨が十分伝わるよう、各学校と綿密に

打ち合わせる必要がある。  

スポーツ交流合宿

事業  

【 ス ポ ー ツ 振 興

課】  

①スポーツ交流人口の掘り起こ

しを行うため、各種スポーツ競技

によるスポーツ交流や交流合宿

を推進する。 

Ｂ  

《成果》  

○吉備国際大学男子サッカー部主催交流合宿  

神原スポーツ公園を活用して市外・県外の大学・

高校を中心とした複数団体による合宿を開催するこ

とにより、施設の有効活用と交流人口の拡大を図る

ため、吉備国際大学男子サッカー部による春季・夏

季・冬季の平日を中心とした交流合宿を行った。  

中・四国地方を中心とした 50 チーム、約 800 人が

参加した。  

《課題》  

 市内全域の体育施設を対象として、バレーボー

ル・サッカーに限らず、幅広いスポーツ交流人口の

拡大を目指す必要がある。  

②市内の文化・スポーツ施設を利

用して交流活動を行う団体等に、

高梁市文化・スポーツ交流事業奨

励金を交付し、交流事業の積極的

な誘致を行う。 

Ｃ  

《成果》  

 28 団体 502 人が利用し、交流人口の増加を図るこ

とができた。  

《課題》  

 未だ認知度が低く、スポーツ団体や宿泊施設、旅

行会社等に広報する必要がある。  
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Ⅴ 学識経験者の意見  

○スポーツ施設の改修が計画的にできており、安全な使用が図られている。  

 

○シャルム、ファジアーノ岡山のサッカー教室、ヒルクライム全国大会、ユメセン教室等スポーツを核とした各種

事業が計画的に実施できており、スポーツ・レクレーションの振興が図られ、市民の健康増進に寄与している。 

 

○例えば、各公民館でスポーツ競技等の行事を同一時刻一斉に開始する等、公民館を単位とした地区民の参加によ

り連帯感を強める取組を期待する。  

 

 


